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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遠隔操作にてシャッターの開閉が可能な電動シャッター装置を制御するネットワークに
接続し、タッチパネル式ディスプレイを有する情報端末において実行されるプログラムで
あって、
　前記情報端末のコンピュータに対して、
　前記情報端末の表示画面上に前記電動シャッター装置の操作画面を表示させるための操
作アイコンを表示させ、
　前記操作アイコンの選択が検知されると、前記電動シャッター装置の操作画面を表示さ
せ、前記操作画面は、前記電動シャッター装置のシャッターを表したシャッター画像を含
み、
　前記操作画面上にてスワイプ操作が検知されると、前記スワイプ操作によるスワイプ方
向に前記電動シャッター装置のシャッターを移動させるための移動制御コマンドを前記ネ
ットワークに出力させ、前記シャッター画像内のシャッターを移動させ、前記シャッター
画像は、車庫に設けられた扉として用いられる電動シャッター装置のシャッターを表した
画像であり、
　前記シャッター画像内のシャッターが開く方向に移動する場合、前記電動シャッター装
置のシャッターで隠れていた前記車庫内の車を表した車画像を、前記シャッター画像に対
応する領域に表示させる、
　プログラム。
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【請求項２】
　前記操作画面上にて前記スワイプ操作が検知されると、前記スワイプ操作によるスワイ
プ方向への移動量に応じて前記スワイプ方向に、前記電動シャッター装置のシャッターを
移動させるための距離制御コマンドを前記移動制御コマンドとして前記ネットワークに出
力させる、
　請求項１記載のプログラム。
【請求項３】
　前記電動シャッター装置のシャッターの移動は、前記電動シャッター装置のシャッター
を開く移動であり、または、前記電動シャッター装置のシャッターを閉じる移動である、
　請求項１から請求項２のいずれか一記載のプログラム。
【請求項４】
　前記電動シャッター装置は、一方向に開閉するシャッターを有する、
　請求項１から請求項３のいずれか一に記載のプログラム。
【請求項５】
　前記操作画面上にて前記スワイプ操作が検知されると、前記スワイプ操作によるスワイ
プ方向への移動量に応じて、前記シャッター画像内のシャッターを移動させる、
　請求項１から請求項４のいずれか一に記載のプログラム。
【請求項６】
　前記シャッター画像内のシャッターが閉じる方向に移動する場合、前記車画像を前記シ
ャッター画像内のシャッターで隠れさせる、
　請求項１から請求項５のいずれか１項に記載のプログラム。
【請求項７】
　遠隔操作にてシャッターの開閉が可能な電動シャッター装置を制御するネットワークに
接続し、タッチパネル式ディスプレイを有する情報端末の制御方法であって、
　前記情報端末のコンピュータに対して、
　前記情報端末の表示画面上に前記電動シャッター装置の操作画面を表示させるための操
作アイコンを表示させ、
　前記操作アイコンの選択が検知されると、前記電動シャッター装置の操作画面を表示さ
せ、前記操作画面は、前記電動シャッター装置のシャッターを表したシャッター画像を含
み、
　前記操作画面上にてスワイプ操作が検知されると、前記スワイプ操作によるスワイプ方
向に前記電動シャッター装置のシャッターを移動させるための移動制御コマンドを前記ネ
ットワークに出力させ、前記シャッター画像内のシャッターを移動させ、前記シャッター
画像は、車庫に設けられた扉として用いられる電動シャッター装置のシャッターを表した
画像であり、
　前記シャッター画像内のシャッターが開く方向に移動する場合、前記電動シャッター装
置のシャッターで隠れていた前記車庫内の車を表した車画像を、前記シャッター画像に対
応する領域に表示させる、
　制御方法。
【請求項８】
　請求項１から請求項６のいずれか一に記載のプログラムを搭載した情報端末。
【請求項９】
　遠隔操作にてシャッターの開閉が可能な電動シャッター装置を制御するネットワークに
接続し、タッチパネル式ディスプレイを有する情報端末において実行されるプログラムで
あって、
　前記情報端末のコンピュータに対して、
　前記情報端末の表示画面上に前記電動シャッター装置の操作画面を表示させるための操
作アイコンを表示させ、
　前記操作アイコンの選択が検知されると、前記電動シャッター装置の操作画面を表示さ
せ、前記操作画面は、前記電動シャッター装置のシャッターを表したシャッター画像を含
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み、
　前記操作画面上にてスワイプ操作が検知されると、前記スワイプ操作によるスワイプ方
向に前記電動シャッター装置のシャッターを移動させるための移動制御コマンドを前記ネ
ットワークに出力させ、前記シャッター画像内のシャッターを移動させ、前記シャッター
画像は、車庫に設けられた扉として用いられる電動シャッター装置のシャッターを表した
画像であり、
　前記シャッター画像内のシャッターが開く方向に移動する場合、前記電動シャッター装
置のシャッターで隠れていた前記車庫を表した画像を、前記シャッター画像に対応する領
域に表示させる、
　プログラム。
【請求項１０】
　前記操作画面上にて前記スワイプ操作が検知されると、前記スワイプ操作によるスワイ
プ方向への移動量に応じて前記スワイプ方向に、前記電動シャッター装置のシャッターを
移動させるための距離制御コマンドを前記移動制御コマンドとして前記ネットワークに出
力させる、
　請求項９記載のプログラム。
【請求項１１】
　前記電動シャッター装置のシャッターの移動は、前記電動シャッター装置のシャッター
を開く移動であり、または、前記電動シャッター装置のシャッターを閉じる移動である、
　請求項９から請求項１０のいずれか一記載のプログラム。
【請求項１２】
　前記電動シャッター装置は、一方向に開閉するシャッターを有する、
　請求項９から請求項１１のいずれか一に記載のプログラム。
【請求項１３】
　前記操作画面上にて前記スワイプ操作が検知されると、前記スワイプ操作によるスワイ
プ方向への移動量に応じて、前記シャッター画像内のシャッターを移動させる、
　請求項９から請求項１２のいずれか一に記載のプログラム。
【請求項１４】
　前記シャッター画像内のシャッターが閉じる方向に移動する場合、前記車庫を表した画
像を前記シャッター画像内のシャッターで隠れさせる、
　請求項９から請求項１３のいずれか１項に記載のプログラム。
【請求項１５】
　遠隔操作にてシャッターの開閉が可能な電動シャッター装置を制御するネットワークに
接続し、タッチパネル式ディスプレイを有する情報端末の制御方法であって、
　前記情報端末のコンピュータに対して、
　前記情報端末の表示画面上に前記電動シャッター装置の操作画面を表示させるための操
作アイコンを表示させ、
　前記操作アイコンの選択が検知されると、前記電動シャッター装置の操作画面を表示さ
せ、前記操作画面は、前記電動シャッター装置のシャッターを表したシャッター画像を含
み、
　前記操作画面上にてスワイプ操作が検知されると、前記スワイプ操作によるスワイプ方
向に前記電動シャッター装置のシャッターを移動させるための移動制御コマンドを前記ネ
ットワークに出力させ、前記シャッター画像内のシャッターを移動させ、前記シャッター
画像は、車庫に設けられた扉として用いられる電動シャッター装置のシャッターを表した
画像であり、
　前記シャッター画像内のシャッターが開く方向に移動する場合、前記電動シャッター装
置のシャッターで隠れていた前記車庫を表した画像を、前記シャッター画像に対応する領
域に表示させる、
　制御方法。
【請求項１６】
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　請求項９から請求項１４のいずれか一に記載のプログラムを搭載した情報端末。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、プログラム、情報端末の制御方法及び情報端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電動シャッター装置のシャッターの開閉制御について種々の提案がなされている。
【０００３】
　例えば、特許文献１は、建築用電動開閉装置の開閉体を、遠隔操作装置により操作する
技術を開示する。具体的には、遠隔操作具７は、開放、閉鎖、停止の各操作スイッチＰＢ
Ｕ、ＰＢＤ、ＰＢＳを有する。遠隔操作具７は、制御対象のシャッター装置１を特定する
デバイスコード及びシャッターカーテンの動作（開放、閉鎖、停止）を指定するデータコ
ードを一ワードで構成する操作信号を出力する（段落［０００９］、［００２４］）。操
作ユニット８の受信部９は、入力された操作信号が開放、閉鎖操作信号である場合、前記
操作信号が所定ワード連続して入力されると、シャッターカーテン２を開閉作動し、一方
、入力された操作信号が停止操作信号である場合、前記操作信号が一ワード入力されると
、シャッターカーテン２の開閉作動を停止する（段落［００２５］）。
【０００４】
　しかし、上記特許文献１では、更なる改善が必要とされていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－９４４０８号公報（例えば、段落［０００９］、［００２
４］及び［００２５］等）
【発明の概要】
【０００６】
　上記課題を解決するため、本発明の一態様は、遠隔操作にてシャッターの開閉が可能な
電動シャッター装置を制御するネットワークに接続し、タッチパネル式ディスプレイを有
する情報端末において実行されるプログラムであって、
　前記情報端末のコンピュータに対して、
　前記情報端末の表示画面上に前記電動シャッター装置の操作画面を表示させるための操
作アイコンを表示させ、
　前記操作アイコンの選択が検知されると、前記電動シャッター装置の操作画面を表示さ
せ、前記操作画面は、前記電動シャッター装置のシャッターを表したシャッター画像を含
み、
　前記操作画面上にてスワイプ操作が検知されると、前記スワイプ操作によるスワイプ方
向に前記電動シャッター装置のシャッターを移動させるための移動制御コマンドを前記ネ
ットワークに出力させ、前記シャッター画像内のシャッターを移動させ、前記シャッター
画像は、車庫に設けられた扉として用いられる電動シャッター装置のシャッターを表した
画像であり、
　前記シャッター画像内のシャッターが開く方向に移動する場合、前記電動シャッター装
置のシャッターで隠れていた前記車庫内の車を表した車画像を、前記シャッター画像に対
応する領域に表示させる、ものである。
【０００７】
　上記態様により、更なる改善を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本開示の一実施の形態におけるシャッター制御システムの全体構成図である。
【図２】本開示の一実施の形態における操作端末、及び電動シャッター装置の電気的構成
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を示すブロック図である。
【図３】本開示の一実施の形態における電動シャッター装置の構成の一例を概略的に示す
図である。
【図４】本開示の一実施の形態における電動シャッター装置の構成の別の例を概略的に示
す図である。
【図５】本開示の一実施の形態における操作端末の実装形態の構成例を示す図である。
【図６】操作端末としてタブレットが用いられる場合に、ディスプレイに表示されるメニ
ュー画面の表示例を示す図である。
【図７】操作端末としてスマートフォンが用いられる場合に、ディスプレイに表示される
メニュー画面の表示例を示す図である。
【図８】操作端末のディスプレイに表示されるシャッター選択画面の一例を示す図である
。
【図９】操作端末のディスプレイに表示されるシャッター制御画面の一例を示す図である
。
【図１０】シャッターを開けるときのシャッター制御画面の表示例及び接触物の操作例を
示す図である。
【図１１】シャッターを閉めるときのシャッター制御画面の表示例及び接触物の操作例を
示す図である。
【図１２】シャッターを開ける際に実際のシャッターの位置が表示されるシャッター制御
画面の図１０と異なる表示例を示す図である。
【図１３】シャッターを閉める際に実際のシャッターの位置が表示されるシャッター制御
画面の図１１と異なる表示例を示す図である。
【図１４】操作端末と電動シャッター装置とにおける処理の流れを示すシーケンス図であ
る。
【図１５】操作端末が電動シャッター装置を制御する処理の流れを示すフロー図である。
【図１６Ａ】操作端末が電動シャッター装置のシャッターを制御するための制御コマンド
を生成して送信する処理の流れを示すフロー図である。
【図１６Ｂ】操作端末が電動シャッター装置のシャッターを制御するための制御コマンド
を生成して送信する処理の流れを示すフロー図である。
【図１７】電動シャッター装置における処理の流れを示すフロー図である。
【図１８】障害物が検出された場合のシャッター制御画面の表示例を示す図である。
【図１９】障害物が検出された場合のシャッター制御画面の図１８と異なる表示例を示す
図である。
【図２０】障害物検出を考慮した場合の、操作端末と電動シャッター装置とにおける処理
の流れを示すシーケンス図である。
【図２１】障害物検出を考慮した場合の、操作端末と電動シャッター装置とにおける処理
の流れを示すシーケンス図である。
【図２２】障害物検出を考慮した場合の、操作端末と電動シャッター装置とにおける図２
１と異なる処理の流れを示すシーケンス図である。
【図２３】障害物検出を考慮した場合の、操作端末と電動シャッター装置とにおける図２
１、図２２と異なる処理の流れを示すシーケンス図である。
【図２４Ａ】障害物を考慮した場合の、操作端末が電動シャッター装置のシャッターを制
御する処理の流れを示すフロー図である。
【図２４Ｂ】障害物を考慮した場合の、操作端末が電動シャッター装置のシャッターを制
御する処理の流れを示すフロー図である。
【図２５】障害物を考慮した場合の、電動シャッター装置における処理の流れを示すフロ
ー図である。
【図２６】操作端末のディスプレイに表示されるシャッター制御画面の図９と異なる例を
示す図である。
【図２７】シャッターを開けるときのシャッター制御画面の表示例及び接触物の操作例を
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示す図である。
【図２８】シャッターを閉めるときのシャッター制御画面の表示例及び接触物の操作例を
示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　（本開示に係る一態様を発明するに至った経緯）
　まず、本開示に係る一態様の着眼点について説明する。
【００１０】
　上記特許文献１では、遠隔操作具７は、開放、閉鎖、停止の各操作スイッチＰＢＵ、Ｐ
ＢＤ、ＰＢＳを有する。即ち、電動シャッター装置のシャッターの開閉は、遠隔操作具７
の各操作スイッチをユーザが押すことによってなされる。そのため、特許文献１は、開操
作ボタン、閉動作ボタン又は停止ボタンの押下により開放操作信号、閉鎖操作信号又は停
止操作信号を送信するという単純な制御によって電動シャッター装置のシャッターを開閉
する。
【００１１】
　しかも、遠隔操作具７は、電動シャッター装置のシャッターの開閉状況を表示する表示
部を有していない。そのため、電動シャッター装置のシャッターの開、閉、停止等を操作
しつつ、同時に電動シャッター装置のシャッターの動作状況を確認することは出来ない。
従って、例えば、電動シャッター装置のシャッターを途中まで開けて所望の位置に停止さ
せたい場合又は途中まで閉めて所望の位置に停止させたい場合には、電動シャッター装置
のシャッターの傍にいて目視にて確認する必要がある。つまり、どの位置で電動シャッタ
ー装置のシャッターが止められたのかを遠隔では確認できない。
【００１２】
　例えば、電動シャッター装置を窓に設けた場合において、夏の陽射しの強いときなどは
、前記電動シャッター装置のシャッターを途中まで開けて、半開きにして陽射しを遮りつ
つ、日光を室内に取り入れる使い方もある。このような場合に、上記特許文献１に開示の
技術では、いちいち電動シャッター装置の傍に行って目視にて確認する以外には、遠隔で
は適切に対応できない。
【００１３】
　また、電動シャッター装置の場合、開閉動作を伴う点で、電源をＯＮ／ＯＦＦすること
によって所望の状態になる種別の機器とは異なる。例えば、前記電動シャッター装置のシ
ャッターを途中まで開けて、その開けた位置を確認しながら、さらに、開けたり又は閉じ
たり調整する場合がある。この場合、いちいち電動シャッター装置の傍に行って目視にて
確認するのでは、遠隔操作として効果が低減する。
【００１４】
　また、遠隔操作具７の大きさも、操作性の観点から大きさに制約があり、単純に表示部
を設ければよいものではない。一方で、表示部としてはある程度表示面積が大きくなけれ
ば、前記電動シャッター装置のシャッターの開閉を微調整する処理には不向きである。
【００１５】
　以上の考察により、本発明者らは、以下の発明の各態様を想到するに至った。
【００１６】
　本開示の一態様は、
　遠隔操作にてシャッターの開閉が可能な電動シャッター装置を制御するネットワークに
接続し、タッチパネル式ディスプレイを有する情報端末において実行されるプログラムで
あって、
　前記情報端末のコンピュータに対して、
　前記情報端末の表示画面上に前記電動シャッター装置の操作画面を表示させるための操
作アイコンを表示させ、
　前記操作アイコンの選択が検知されると、前記電動シャッター装置の操作画面を表示さ
せ、前記操作画面は、前記電動シャッター装置のシャッターを表したシャッター画像を含
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み、
　前記操作画面上にてスワイプ操作が検知されると、前記スワイプ操作によるスワイプ方
向に前記電動シャッター装置のシャッターを移動させるための移動制御コマンドを前記ネ
ットワークに出力させ、前記シャッター画像内のシャッターを移動させ、前記シャッター
画像は、車庫に設けられた扉として用いられる電動シャッター装置のシャッターを表した
画像であり、
　前記シャッター画像内のシャッターが開く方向に移動する場合、前記電動シャッター装
置のシャッターで隠れていた前記車庫内の車を表した車画像を、前記シャッター画像に対
応する領域に表示させる、ものである。
【００１７】
　本態様によると、前記電動シャッター装置の操作画面を表示させると、前記操作画面に
は、前記電動シャッター装置のシャッターを表したシャッター画像が表れる。そして、前
記操作画面上の例えば前記シャッター画像上でスワイプ操作が検知されると、前記スワイ
プ操作によるスワイプ方向に前記電動シャッター装置のシャッターを移動させる制御を行
う。
【００１８】
　これにより、単に電源をＯＮ／ＯＦＦする機器ではない前記電動シャッター装置のシャ
ッターの操作について、遠隔制御することが可能となる。
【００１９】
　例えば、前記スワイプ操作により前記電動シャッター装置のシャッターを移動制御する
。したがって、前記電動シャッター装置のシャッターを完全に開ける場合だけではなく、
途中まで開ける制御も可能となる。例えば、夏の陽射しの強いときなどは、前記電動シャ
ッター装置のシャッターを途中まで開けて、半開きにして陽射しを遮りつつ、日光を室内
に取り入れる使い方もある。この場合にも、前記電動シャッター装置のシャッターを途中
まで開けた状態とすることができる。
【００２０】
　例えば、前記電動シャッター装置のシャッターを途中まで開けて、その開けた段階を確
認しながら、さらに、開けたり又は閉じたりする場合がある。この場合にも、前記操作画
面上で、前記電動シャッター装置のシャッターの移動操作をしながら、前記電動シャッタ
ーの開閉状態を確認できる。即ち、操作画面は、前記操作画面の操作によって前記シャッ
ターをどこまで開閉する指示をしたかを確認する確認画面をも兼ねることになる。従って
、前記操作指示用の画面と前記移動状態の確認用の画面とが共通となる。このため、前記
電動シャッター装置のシャッターの移動操作を効果的に処理でき、また、前記操作画面の
表示面積を最大限活用できる。
【００２１】
　さらに、上記の通り、前記操作画面はシャッターの開閉状態を確認する表示を兼ねる。
したがって、前記電動シャッター装置のシャッターを開閉の途中で停止させるたけではな
く、所望の位置に停止する指示をしたことの確認をも前記操作画面を用いて同時にするこ
とができる。その結果、例えば、前記電動シャッター装置のシャッターの開閉を、所望の
位置から行き過ぎずに停止できる。また、例えば、前記電動シャッター装置のシャッター
の開閉位置を微調整することもできる。
【００２２】
　また、
　前記シャッター画像は、車庫に設けられた扉として用いられる電動シャッター装置のシ
ャッターを表した画像であり、
　前記シャッター画像内のシャッターが開く方向に移動する場合、前記電動シャッター装
置のシャッターで隠れていた前記車庫内の車を表した車画像を、前記シャッター画像に対
応する領域に表示させるようにしてもよい。
【００２３】
　例えば、複数の用途で電動シャッター装置のシャッターが使用されている場合、操作対
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象である電動シャッター装置のシャッターがいずれの用途に用いられているものか判別が
つかず、意図した電動シャッター装置のシャッターとは異なる電動シャッター装置のシャ
ッターを誤操作することがあり得る。例えば、窓に設けられた雨戸として用いられる電動
シャッター装置のシャッターを開ける意図で操作をしていたつもりが、誤って、例えば車
庫に設けられた扉として用いられる電動シャッター装置のシャッターを開けている場合も
あり得る。
【００２４】
　本態様によると、前記シャッター画像内のシャッターが開く方向に移動する場合には、
前記電動シャッター装置のシャッターで隠れていた前記車庫内の車を表した車画像が表示
される。そのため、前記操作画面によって前記電動シャッター装置のシャッターの移動状
態を確認する場合、前記操作画面と同一画面によって誤操作を知ることができる。その結
果、前記電動シャッター装置のシャッターの移動状態を、実物の前記電動シャッター装置
のシャッターにて確認するのではなく、前記操作画面にて確認する場合であっても、簡易
に誤操作を防止できる。
【００２５】
　上記態様において、例えば、前記操作画面上にて前記スワイプ操作が検知されると、前
記スワイプ操作によるスワイプ方向への移動量に応じて前記スワイプ方向に、前記電動シ
ャッター装置のシャッターを移動させるための距離制御コマンドを前記移動制御コマンド
として前記ネットワークに出力させるようにしてもよい。
【００２６】
　これによると、前記スワイプ操作により前記電動シャッター装置のシャッターを移動制
御する。したがって、前記電動シャッター装置のシャッターを完全に開ける場合だけでは
なく、途中まで開ける制御も可能となる。
【００２７】
　上記態様において、例えば、前記電動シャッター装置のシャッターの移動は、前記電動
シャッター装置のシャッターを開く移動であり、または、前記電動シャッター装置のシャ
ッターを閉じる移動であってもよい。
【００２８】
　上記態様において、例えば、電動シャッター装置は、一方向に開閉するシャッターを有
してもよい。
【００２９】
　また、前記操作画面上にて前記スワイプ操作が検知されると、前記スワイプ操作による
スワイプ方向への移動量に応じて、前記シャッター画像内のシャッターを移動させるよう
にしてもよい。
【００３０】
　これにより、前記電動シャッター装置のシャッターを移動させる操作と、前記電動シャ
ッター装置のシャッターの移動状態の確認とを、前記電動シャッター装置の操作画面上に
て、前記電動シャッター装置のシャッターを表すシャッター画像によって行うことができ
る。従って、前記電動シャッター装置の操作用画面と、前記電動シャッター装置の確認用
画面とが一体である。このため、前記操作画面の大きさを最大限活用して、前記電動シャ
ッター装置の開閉状態を確認させることができる。
【００３１】
　また、上記態様において、例えば、
　前記シャッター画像内のシャッターが閉じる方向に移動する場合、前記車画像を前記シ
ャッター画像内のシャッターで隠れさせるようにしてもよい。
【００３２】
　また、上記態様において、例えば、
　前記ネットワークを介して、前記電動シャッター装置のシャッターの位置を示す位置情
報を受信させ、
　前記位置情報に応じて、前記電動シャッター装置のシャッターの端部の位置を表した状
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態情報を、前記シャッター画像に対応する領域に表示させる、ようにしてもよい。
【００３３】
　上記態様によると、前記操作画面の操作によって前記電動シャッター装置のシャッター
をどこまで移動させるかを表した画像とは別に、前記電動シャッター装置のシャッターの
端部の位置を表した状態情報を、前記電動シャッター装置のシャッターを表したシャッタ
ー画像に対応する領域に表示させる。
【００３４】
　例えば、前記操作画面における前記電動シャッター装置のシャッターを表したシャッタ
ー画像と、実際の電動シャッター装置のシャッターの移動している位置との間にギャップ
が存在する場合があり得る。その場合でも、前記電動シャッター装置のシャッターの端部
の位置を表した状態情報を確認することで、前記ギャップの存在をユーザに対して認識さ
せることができる。
【００３５】
　そのため、例えば、操作画面上の前記シャッター画像内のシャッターの移動速度と実際
の電動シャッター装置のシャッターの移動速度との間にギャップが存在する。このために
、実際の電動シャッター装置のシャッターは未だ閉まっていないにも関わらず、前記電動
シャッター装置のシャッターが閉まったと誤認することがあり得る。このような誤認を、
前記操作画面の表示を確認するだけで防止できる。
【００３６】
　その結果、前記操作画面は、前記操作画面の操作によって前記電動シャッター装置のシ
ャッターをどこまで移動させるかを表わす機能のみならず、前記実際の電動シャッター装
置のシャッターの移動している位置を確認する確認画面としても機能する。したがって、
実際の電動シャッター装置のシャッターを確認しなくても、前記操作画面を用いて、前記
実際の電動シャッター装置のシャッターの移動位置を確認できる。
【００３７】
　また、上記態様において、例えば、
　前記電動シャッター装置のシャッターの端部の位置を表した状態情報は、前記シャッタ
ー画像にオーバラップして表示される、ようにしてもよい。
【００３８】
　上記態様によると、前記電動シャッター装置のシャッターの端部の位置を表した状態情
報は、前記電動シャッター装置のシャッターを表したシャッター画像にオーバラップして
表示される。これにより、前記電動シャッター装置のシャッターを表したシャッター画像
を確認する目線を、そのままの状態にして、ユーザは前記電動シャッター装置のシャッタ
ーの端部の位置を確認できる。そのため、前記操作画面による操作をしながら、前記操作
と同時に、前記電動シャッター装置のシャッターの端部の実際の位置を確認できる。
【００３９】
　例えば、前記操作画面における前記電動シャッター装置のシャッターを表したシャッタ
ー画像と、実際の電動シャッター装置のシャッターの移動している位置との間にギャップ
が存在する場合があり得る。その場合でも、前記電動シャッター装置のシャッターの端部
の実際の位置を確認し忘れたため、実際の電動シャッター装置のシャッターは未だ閉まっ
ていないにも関わらず、前記電動シャッター装置のシャッターが閉まったと誤認すること
を防止できる。
【００４０】
　また、上記態様において、例えば、
　前記電動シャッター装置のシャッターの端部の位置を表した状態情報は、前記電動シャ
ッター装置のシャッターの端部の位置を表した概略シャッター移動画像を含む、ようにし
てもよい。
【００４１】
　上記態様によると、前記電動シャッター装置のシャッターの端部の位置を表した概略シ
ャッター移動画像が、前記電動シャッター装置のシャッターを表したシャッター画像にオ
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ーバラップして表示される。これにより、例えば、前記操作画面における前記電動シャッ
ター装置のシャッターを表したシャッター画像と、実際の電動シャッター装置のシャッタ
ーの端部の位置との間にギャップが存在したとしても、前記ギャップを一目により前記ユ
ーザに認識させることができる。そのため、前記操作画面を用いて、前記操作のみならず
、前記操作指示の確認、及び、実際の電動シャッター装置のシャッターの位置の確認を、
同一画面上で行わせることができる。
【００４２】
　また、上記態様において、例えば、
　前記概略シャッター移動画像を、前記シャッター画像内のシャッターを表示する色とは
異なる色で表示させる、ようにしてもよい。
【００４３】
　また、
　前記電動シャッター装置は、前記シャッターの端部が移動する先に障害物が存在するこ
とを検知するセンサーと、前記シャッターの端部が移動する先に障害物が存在する場合に
前記シャッターの移動を停止させる機構とを有し、
　前記プログラムは、
　前記情報端末のコンピュータに対して、
　前記ネットワークを介して、前記電動シャッター装置のシャッターが閉位置に到達する
前に前記シャッターの移動が停止したことを示す停止情報を受信した場合であって、前記
シャッター画像内のシャッターが閉まった状態に変化している場合、前記シャッター画像
内のシャッターの移動方向である第１方向とは逆方向である第２方向に、前記シャッター
画像内のシャッターを戻させる、ようにしてもよい。
【００４４】
　例えば、前記操作画面上では前記シャッター画像内のシャッターが閉まった状態の画像
が表示されている場合であっても、実際の電動シャッター装置のシャッターは、障害物の
検知などのために移動を停止している場合もあり得る。この場合、前記操作画面に表示さ
れた画像が示す状態と、実際の電動シャッター装置のシャッターの状態との間にギャップ
が存在する。
【００４５】
　このように、前記操作画面上では前記シャッター画像内のシャッターが閉まった状態の
画像に変化している場合であっても、実際の電動シャッター装置のシャッターが閉位置に
到達する前に前記シャッターが移動を停止している場合があり得る。その場合には、本態
様によると、シャッター画像内のシャッターの移動方向である第１方向とは逆方向である
第２方向に、前記シャッター画像内のシャッターを戻させる。
【００４６】
　これにより、前記操作画面の操作に従って前記操作画面上では一旦は前記シャッター画
像内のシャッターが閉まった状態の画像が表示されていても、実際の電動シャッター装置
のシャッターの状態を反映させた画像に戻る。そのため、前記操作画面に表示された画像
が示す状態と、実際の電動シャッター装置のシャッターの状態との間に存在したギャップ
を解消できる。また、前記操作画面の確認により、ユーザに、実際の電動シャッター装置
のシャッターの状態を知らしめることができる。その結果、実際の電動シャッター装置の
シャッターをわざわざ確認することなく、前記操作画面を確認するだけで、実際の電動シ
ャッター装置のシャッターの状態を誤認することを防止できる。
【００４７】
　上記態様において、例えば、
　前記停止情報が示す前記電動シャッター装置のシャッターの停止位置に応じた第１所定
量、前記第２方向に前記シャッター画像内のシャッターを戻させる、ようにしてもよい。
【００４８】
　前記電動シャッター装置のシャッターの端部が移動する先に障害物が存在することを検
知するセンサーは、例えば、接触型センサー又は光学式センサーなどがある。前記接触型
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センサーを用いた場合、移動するシャッターが障害物に接触すると、前記シャッターがそ
れ以上進まなくなることで、前記障害物が存在すると判断する。
【００４９】
　また、前記光学式センサーは、前記電動シャッター装置において、前記シャッターの移
動経路上の所定位置に取り付けられている。そのため、前記光学式センサーを用いた場合
、前記シャッターが障害物に接触する前から、前記光学センサーが前記所定位置において
障害物の存在を検知すれば、前記シャッターの移動を停止させる。尚、前記シャッターが
移動を開始する前から前記所定位置に障害物が存在すれば前記シャッターは移動動作をし
ないことになる。一方、前記シャッターの移動途中に前記所定位置で障害物が検知された
場合、前記シャッターは移動を停止することになる。
【００５０】
　本態様によると、前記停止情報が示す前記電動シャッター装置のシャッターの停止位置
に応じた第１所定量、前記第２方向に前記シャッター画像内のシャッターを戻させてもよ
い。
【００５１】
　例えば、前記接触型センサーを用いた場合、前記シャッターは移動を開始し、前記移動
の途中で障害物と接触すると、その接触した位置で停止する。この場合、実際のシャッタ
ーが停止した位置に応じた表示位置まで前記シャッター画像内のシャッターを戻させる。
【００５２】
　例えば、前記光学式センサーを用いた場合、前記シャッターが移動を開始する前から前
記所定位置に障害物が存在していれば、実際の電動シャッター装置のシャッターは移動を
開始していない。したがって、前記シャッターの開状態に前記シャッター画像内のシャッ
ターを戻させる。
【００５３】
　例えば、前記光学式センサーを用いた場合、前記シャッターの移動途中に前記所定位置
で障害物が検知された場合、前記シャッターは移動の途中で停止する。この場合、実際の
電動シャッター装置のシャッターが停止した位置に応じた表示位置まで前記シャッター画
像内のシャッターを戻させる。
【００５４】
　また、上記態様において、例えば、
　前記第２方向に前記シャッター画像内のシャッターが前記第１所定量戻った場合、
　前記シャッター画像内のシャッターの端部を、前記第１方向及び前記第２方向に交互に
繰り返して移動させる、ようにしてもよい。
【００５５】
　上記態様によると、前記シャッター画像内のシャッターが戻った場合は、前記シャッタ
ー画像内のシャッターの端部が、前記第１方向及び前記第２方向に交互に繰り返して移動
する。これにより、前記操作画面を用いたユーザの操作によって前記電動シャッター装置
のシャッターを、その位置まで閉めた場合と、表示上区別させることができる。実際の電
動シャッター装置のシャッターが、障害物の検知などのために移動を停止する場合がある
。その場合には、その旨をユーザに警告するための他の専用の手段を用いることなく、前
記表示だけで、ユーザの操作によってその位置まで閉めた場合との混同を回避しつつ、ユ
ーザの注意を簡易に喚起できる。
【００５６】
　上記態様において、例えば、
　前記電動シャッター装置のシャッターが所定基準量を超えて閉まっていることを前記停
止情報が示す場合、前記第２方向に第２所定量、前記シャッター画像内のシャッターを戻
させるようにしてもよい。
【００５７】
　操作画面に表示される電動シャッター装置のシャッターを表したシャッター画像は、実
際の電動シャッター装置のシャッターより小さい。例えば、実際のシャッターが約９０％
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閉まった位置で停止した場合、前記操作画面に表示されるシャッター画像内のシャッター
を、約９０％閉まった状態に戻す画像に変化させることが考えられる。
【００５８】
　しかし、この場合、画像が小さいため、ユーザが前記操作画面を見ても、前記表示され
る電動シャッター装置のシャッターを表したシャッター画像が１００％閉まった状態を示
すのか、または、約９０％まで閉まった状態を示すのか、明確に確認できないことも生じ
得る。その結果、ユーザにおいては、実際のシャッターが障害物のために閉まりきってい
ない状態であるにも関わらず、前記操作画面を見て実際のシャッターが閉まりきっている
と誤認するおそれもあり得る。
【００５９】
　本態様によると、例えば、前記電動シャッター装置のシャッターが所定基準量を超えて
閉まっていることを前記停止情報が示す場合、前記第２方向に第２所定量、前記シャッタ
ー画像内のシャッターを戻させている。
【００６０】
　これにより、例えば、実際のシャッターが所定基準量を超えた約９０％閉まった位置で
停止した場合、前記表示される電動シャッター装置のシャッターを表したシャッター画像
内のシャッターを、第２所定量戻された約７０％閉まった状態に戻すことができる。その
ため、前記シャッター内のシャッターを戻すことにより、実際のシャッターが約９０％閉
まった位置で停止した場合であっても、実際のシャッターが途中で停止していることを明
確に示すことができる。その結果、実際のシャッターが障害物のために閉まりきっていな
い状態であるにも関わらず、前記操作画面を見て実際のシャッターが閉まりきっていると
ユーザが誤認することを、簡易な手段で防止できる。
【００６１】
　上記態様において、例えば、
　前記第２方向に前記シャッター画像内のシャッターが前記第２所定量戻った場合、
　前記シャッター画像内のシャッターの端部を、前記第１方向及び前記第２方向に交互に
繰り返して移動させる、ようにしてもよい。
【００６２】
　上記態様によると、前記シャッター画像内のシャッターが戻った場合は、前記シャッタ
ー画像内のシャッターの端部が、前記第１方向及び前記第２方向に交互に繰り返して移動
する。これにより、前記操作画面を用いたユーザの操作によって前記電動シャッター装置
のシャッターを、その位置まで閉めた場合と、表示上区別させることができる。実際の電
動シャッター装置のシャッターが、障害物の検知などのために移動を停止する場合がある
。その場合には、その旨をユーザに警告するための他の専用の手段を用いることなく、前
記表示だけで、ユーザの操作によってその位置まで閉めた場合との混同を回避しつつ、ユ
ーザの注意を簡易に喚起できる。
【００６３】
　（実施の形態）
　以下本開示の一実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、各図面にお
いて、同じ構成要素については同じ符号が用いられている。
【００６４】
　本実施の形態では、シャッターを遠隔制御できる操作端末について説明する。
【００６５】
　図１は、本実施の形態におけるシャッター制御システムの全体構成図である。図１に示
すように、シャッター制御システムは、操作端末１００、及び電動シャッター装置２００
，２０１，２０２を備えている。
【００６６】
　家の外には、電動シャッター装置２００が配置されている。家の中には、操作端末１０
０と電動シャッター装置２０１，２０２とが配置されている。操作端末１００と電動シャ
ッター装置２００，２０１，２０２とは、有線や無線のネットワーク３００を介して相互
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に通信を行う。例えば、電動シャッター装置２００，２０１，２０２及び操作端末１００
は、無線や有線の宅内のネットワーク３００を介して相互に通信可能に接続されている。
ネットワーク３００は、インターネット等の外部のネットワークであってもよい。
【００６７】
　なお、操作端末１００は、必ずしも家の中に配置される必要はなく、家の外に配置され
てもよい。この場合、ユーザは外出先などから電動シャッター装置２００，２０１，２０
２を制御する。
【００６８】
　操作端末１００としては、スマートフォンやタブレット等の情報端末が採用される。但
し、これは一例であり、携帯電話等のボタン式の情報端末が操作端末１００として採用さ
れてもよい。
【００６９】
　本実施の形態では、図１に示されるように、３個の電動シャッター装置２００，２０１
，２０２を備えているが、これは一例である。代替的に、１個、２個、又は４個以上の電
動シャッター装置を備えていてもよい。
【００７０】
　図２は、操作端末１００、及び電動シャッター装置２００，２０１，２０２の電気的構
成を示すブロック図である。図３は、電動シャッター装置２００の構成の一例を概略的に
示す図である。図４は、電動シャッター装置２０１の構成の一例を概略的に示す図である
。図２に示すように、操作端末１００は、ディスプレイ１０１、タッチパネル制御部１０
２、表示制御部１０３、蓄積部１０４、シャッター制御部１０５、及び通信制御部１０６
を備える。
【００７１】
　ディスプレイ１０１は、例えば、タッチパネルディスプレイにより構成され、ユーザが
操作端末１００を操作するためのユーザインタフェースなどを表示する。ユーザは、ディ
スプレイ１０１に触れることで、操作端末１００に種々の操作を入力することができる。
【００７２】
　タッチパネル制御部１０２は、ユーザのディスプレイ１０１への操作を認識すると、そ
の操作の内容を解釈し、他の構成要素に操作内容を通知する。例えば、タッチパネル制御
部１０２は、ユーザがタップしたディスプレイ１０１上の位置にオブジェクトが表示され
ていれば、そのオブジェクトがユーザにより選択されたと判定する。オブジェクトとして
は、ボタン等のユーザの操作を受け付ける種々のＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ
　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）部品が採用される。
【００７３】
　表示制御部１０３は、操作端末１００のＧＵＩを生成し、ディスプレイ１０１に表示さ
せる。蓄積部１０４は、操作対象となるシャッターの種類及び配置など、操作端末１００
の動作に必要な情報を蓄積する。
【００７４】
　シャッター制御部１０５は、電動シャッター装置２００，２０１，２０２に対する制御
コマンドをそれぞれ生成する。通信制御部１０６は、操作端末１００と電動シャッター装
置２００，２０１，２０２との間の通信を制御する。また、通信制御部１０６は、シャッ
ター制御部１０５などの他のブロックから種々のデータの送信依頼を受け付けて、受け付
けたデータを電動シャッター装置２００，２０１，２０２に送信する。さらに、通信制御
部１０６は、電動シャッター装置２００，２０１，２０２から送信されたデータを受信し
、受信したデータをシャッター制御部１０５などの該当するブロックに渡す。
【００７５】
　なお、ディスプレイ１０１は、タッチパネルディスプレイでなく、通常のディスプレイ
であってもよい。この場合、ユーザは、図示しないマウスなどの外部入力装置を用いて、
ディスプレイ１０１上に表示されたポインタを移動させて所望のオブジェクトをクリック
し、オブジェクトの選択指示を入力すればよい。すなわち、本実施の形態において、ユー
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ザがディスプレイ１０１を触れることで行われる一連の操作は、マウスなどの外部入力装
置を用いてポインタを移動させたり、クリックしたりする操作に置き換えることができる
。
【００７６】
　図３に示されるように、電動シャッター装置２００は車庫３１０に設けられている。電
動シャッター装置２００は、制御機器２１０、及び車庫３１０の扉として用いられるシャ
ッター２２０などを備える。電動シャッター装置２００は、遠隔操作にてシャッター２２
０が電気的に開閉可能な装置である。図４に示されるように、電動シャッター装置２０１
は窓３２０に設けられている。電動シャッター装置２０１は、制御機器２１０、及び雨戸
として用いられるシャッター２３０などを備える。電動シャッター装置２０１は、遠隔操
作にてシャッター２３０が電気的に開閉可能な装置である。
【００７７】
　制御機器２１０は、図２に示されるように、駆動部２１１、位置センサー２１２、シャ
ッター制御部２１３、通信制御部２１４、及び障害物センサー２１５を備える。駆動部２
１１は、シャッター２２０を開閉する例えば正転及び反転可能なモータを含む。
【００７８】
　位置センサー２１２は、シャッター２２０の開閉状態（位置）を検出する。シャッター
２２０の開閉状態として、位置センサー２１２は、具体的には例えば、シャッター２２０
の端部の位置を検出する。位置センサー２１２は、例えば、駆動部２１１のモータのシャ
ッター２２０に連結される回転軸に取り付けられたエンコーダを含む。
【００７９】
　代替的に、位置センサー２１２は、駆動部２１１がステッピングモータを含む場合には
、シャッター２２０を開閉する際に駆動されるステッピングモータのステップ数をカウン
トするものであってもよい。位置センサー２１２は、シャッター２２０の開閉状態を検出
可能な機器であればよい。
【００８０】
　障害物センサー２１５は、図３に示されるように、例えば車庫３１０の扉（シャッター
２２０）の直ぐ外の右側の壁に設けられている。車庫３１０の扉（シャッター２２０）の
直ぐ外の左側の壁には、障害物センサー２１５に対向する位置に、反射板が設けられてい
る。障害物センサー２１５は、例えば発光部及び受光部を備える。障害物センサー２１５
の受光部は、発光部からの光が反射板で反射された反射光を受光する。障害物センサー２
１５は、光学式であるので、シャッター２２０を閉め始める前であっても、シャッター２
２０を閉めている途中であっても、障害物が発生した時点で、障害物を検出することがで
きる。
【００８１】
　シャッター制御部２１３は、操作端末１００から送信された制御コマンドにしたがって
電動シャッター装置２００のシャッター２２０の開閉を制御する。また、シャッター制御
部２１３は、制御コマンドの実行結果、電動シャッター装置２００のシャッター２２０の
開閉状態などの操作端末１００への送信を、通信制御部２１４に依頼する。
【００８２】
　シャッター制御部２１３は、障害物センサー２１５の受光部が上記反射光を受光できな
い場合に、発光部と反射板との間の障害物により遮られたと判断する。シャッター制御部
２１３は、障害物センサー２１５の検出結果に基づき障害物ありと判断すると、駆動部２
１１を制御して、シャッター２２０を閉じ始める前であれば閉じる動作を開始せず、シャ
ッター２２０を閉じる動作の途中であれば閉じる動作を停止する。
【００８３】
　通信制御部２１４は、電動シャッター装置２００及び操作端末１００間の通信を制御す
る。また、通信制御部２１４は、シャッター制御部２１３から種々のデータの送信依頼を
受け付けて、操作端末１００に送信する。通信制御部２１４は、操作端末１００から送信
されたデータを受信し、シャッター制御部２１３に渡す。
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【００８４】
　なお、障害物センサー２１５の発光部及び受光部を、それぞれ、車庫３１０の扉（シャ
ッター２２０）の直ぐ外の左右の壁に互いに対向するように配置してもよい。この場合に
は、反射板は不要になる。シャッター制御部２１３は、障害物センサー２１５の受光部が
発光部からの光を受光できない場合に、発光部と受光部との間の障害物により遮られたと
判断する。
【００８５】
　障害物センサー２１５は、光学式に限られない。代替的に、障害物センサー２１５は、
接触式であってもよい。接触式の障害物センサーは、シャッター２２０を移動させる駆動
部２１１に印加される負荷を検出する。シャッター制御部２１３は、閉まる向きに移動し
ているシャッター２２０の端部が障害物に接触して、接触式の障害物センサーにより検出
される、駆動部２１１に印加される負荷が増大すると、障害物ありと判断する。接触式の
障害物センサーを用いる場合には、シャッター制御部２１３は、シャッター２２０が閉ま
る向きに移動を開始してから、障害物に接触して初めて、障害物ありと判断することがで
きる。
【００８６】
　電動シャッター装置２００は、障害物センサー２１５として、光学式及び接触式の両方
を備えていてもよい。また、障害物センサー２１５は、他の方式のセンサーであってもよ
く、障害物を検出できるものであればよい。
【００８７】
　なお、電動シャッター装置２０１，２０２の電気的構成は、図２に示される電動シャッ
ター装置２００と同様に構成されている。電動シャッター装置２００は、上述のように例
えば車庫３１０に設けられている。電動シャッター装置２０１は、例えば居間に配置され
ている。電動シャッター装置２０２は、例えば和室に配置されている。
【００８８】
　図５は、操作端末１００の実装形態の構成例を示す図である。図５に示すように、操作
端末１００は、アプリケーション４０１、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）４
０２、メモリ４０３、及び図示しないその他のハードウェアを備えている。
【００８９】
　アプリケーション４０１は、情報端末を操作端末１００として機能させるためのアプリ
ケーションソフトウェアであり、操作端末１００のプロセッサにより実行される。操作端
末１００は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体からアプリケーション４０１を読み出
してアプリケーション４０１を実装してもよいし、ネットワークからダウンロードするこ
とでアプリケーション４０１を実装してもよい。ＯＳ４０２は、情報端末の基本ソフトウ
ェアであり、操作端末１００のプロセッサにより実行される。メモリ４０３は、操作端末
１００が備えるＲＡＭ、ＲＯＭ等の記憶装置により構成され、アプリケーション４０１に
含まれるデータ群を記憶する。操作端末１００のプロセッサがアプリケーション４０１を
実行することで、図２に示すタッチパネル制御部１０２、表示制御部１０３、蓄積部１０
４、シャッター制御部１０５、及び通信制御部１０６の機能が実現される。また、操作端
末１００のプロセッサがアプリケーション４０１を実行することで、メモリ４０３が蓄積
部１０４として機能する。
【００９０】
　但し、本実施の形態では、操作端末１００は、アプリケーション４０１のみ単独で実装
されてもよいし、アプリケーション４０１及びＯＳ４０２で実装されてもよいし、アプリ
ケーション４０１、ＯＳ４０２、及びメモリ４０３で実装されてもよいし、アプリケーシ
ョン４０１、ＯＳ４０２、メモリ４０３、及びその他の図示しないハードウェアで実装さ
れてもよい。いずれの実装形態においても本実施の形態の操作端末１００を実現すること
は可能である。なお、本実施の形態において、情報端末を構成する、例えば、プロセッサ
及び記憶装置によってコンピュータが構成される。プロセッサとしては、ＣＰＵ、ＦＰＧ
Ａ、及びＡＳＩＣのいずれか或いはこれらの２以上の組み合わせが採用される。記憶装置
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としては、例えば、ＲＯＭ、ＲＡＭ、及びハードディスクのいずれか、或いはこれらの２
以上の組み合わせが採用される。
【００９１】
　図６は、操作端末１００としてタブレットが用いられる場合に、ディスプレイ１０１に
表示されるメニュー画面の表示例を示す図である。図７は、操作端末１００としてスマー
トフォンが用いられる場合に、ディスプレイ１０１に表示されるメニュー画面の表示例を
示す図である。図６、図７に示されるように、操作端末１００のディスプレイ１０１に表
示されるメニュー画面は、シャッターアイコン１１１を含む。シャッターアイコン１１１
は、電動シャッター制御のアプリケーション４０１を起動させるための操作アイコンであ
る。シャッターアイコン１１１は、シャッターを概略的に表す画像を含む。
【００９２】
　図８は、操作端末１００のディスプレイ１０１に表示されるシャッター選択画面４００
の一例を示す図である。図６又は図７に示されるメニュー画面において、ユーザが接触物
（例えばユーザの一本の指）でシャッターアイコン１１１を選択すると、その選択をタッ
チパネル制御部１０２が検知する。すると、電動シャッター制御のアプリケーション４０
１が起動されて、表示制御部１０３は、図８に示されるように、シャッターアイコン１１
１に対応するシャッター選択画面４００を、ディスプレイ１０１に表示する。
【００９３】
　シャッター選択画面４００は、選択ボタン４０５Ａ，４０５Ｂ，４０５Ｃ、設定ボタン
４０６、及び終了ボタン４０７を備える。シャッター選択画面４００には、「シャッター
選択」との文字が付されている。この構成によって、ユーザは、ディスプレイ１０１に表
示されている画面が、電動シャッター装置を選択するための画面であることを容易に理解
できる。
【００９４】
　選択ボタン４０５Ａは、車庫３１０の電動シャッター装置２００を選択するための操作
ボタンである。選択ボタン４０５Ｂは、居間の電動シャッター装置２０１を選択するため
の操作ボタンである。選択ボタン４０５Ｃは、和室の電動シャッター装置２０２を選択す
るための操作ボタンである。選択ボタン４０５Ａ，４０５Ｂ，４０５Ｃは、電動シャッタ
ー装置２００，２０１，２０２のシャッター制御画面をそれぞれ表示させるための操作ア
イコンである。
【００９５】
　設定ボタン４０６は、種々の設定を行うための操作ボタンである。設定ボタン４０６は
、例えば選択ボタンと操作対象のシャッターとの関連付けを行う。設定ボタン４０６は、
例えば選択ボタンに付される名称を設定する。
【００９６】
　終了ボタン４０７は、電動シャッター制御のアプリケーション４０１を終了させるため
の操作ボタンである。ユーザが接触物（例えばユーザの一本の指）で終了ボタン４０７を
選択すると、その選択をタッチパネル制御部１０２が検知する。すると、電動シャッター
制御のアプリケーション４０１が終了し、表示制御部１０３は、図６又は図７に示される
ように、ディスプレイ１０１にメニュー画面が表示された状態に戻す。
【００９７】
　図９は、操作端末１００のディスプレイ１０１に表示されるシャッター制御画面４１０
の一例を示す図である。図９に示されるシャッター制御画面４１０は、電動シャッター装
置２００のシャッター２２０の開閉操作を行うための操作画面である。シャッター２２０
は、上述のように、車庫３１０に設けられた扉として用いられる。
【００９８】
　シャッター制御画面４１０は、戻るボタン４１１と、電動シャッター装置２００のシャ
ッター２２０を表すシャッター画像４１２とを備える。シャッター画像４１２は、シャッ
ター４１２ａを含む。また、図９のシャッター制御画面４１０には、「車庫のシャッター
」との文字が付されている。これによって、車庫に設けられた扉として用いられるシャッ
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ターのための制御画面であることをユーザは容易に理解できる。
【００９９】
　図８に示されるシャッター選択画面４００において、ユーザが接触物（例えばユーザの
一本の指）で選択ボタン４０５Ａを選択すると、その選択をタッチパネル制御部１０２が
検知する。すると、表示制御部１０３は、図９に示されるように、選択ボタン４０５Ａに
対応するシャッター制御画面４１０をディスプレイ１０１に表示する。
【０１００】
　また、図９に示されるシャッター制御画面４１０において、ユーザが接触物で戻るボタ
ン４１１を選択すると、その選択をタッチパネル制御部１０２が検知する。すると、表示
制御部１０３は、ディスプレイ１０１の表示を、図８に示されるシャッター選択画面４０
０に戻す。
【０１０１】
　図１０は、シャッター２２０を開けるときのシャッター制御画面４１０の表示例及び接
触物１５０の操作例を示す図である。図１１は、シャッター２２０を閉めるときのシャッ
ター制御画面４１０の表示例及び接触物１５０の操作例を示す図である。
【０１０２】
　まず、図１０を用いて、電動シャッター装置２００のシャッター２２０を開ける操作が
説明される。シャッター４１２ａが全閉のシャッター画像４１２が表示されている（図１
０の上左図）。この状態で、シャッター制御画面４１０において、接触物１５０（例えば
ユーザの一本の指）の上方向へのスワイプ操作をタッチパネル制御部１０２が検知する（
図１０の上左図→上中央図）。
【０１０３】
　すると、表示制御部１０３は、接触物１５０の移動に従って、シャッター画像４１２内
のシャッター４１２ａを開く方向に移動させる（図１０の上中央図）。このとき、表示制
御部１０３は、シャッター画像４１２内のシャッター４１２ａが開けられるに従って、シ
ャッターで隠れていた車庫内の車を表す車画像４１３をシャッター画像４１２に対応する
領域に表示する（図１０の上中央図）。
【０１０４】
　図１０の上中央図では、車画像４１３の下半分が現れている。図１０の上中央図のよう
な画像表示を実現するために、例えば、シャッター画像４１２内のシャッター４１２ａを
第１レイヤとし、車画像４１３を第２レイヤとして、画像表示の優先順位は、第２レイヤ
より第１レイヤを高くすればよい。
【０１０５】
　さらに、接触物１５０の上方向へのスワイプ操作が継続されると、タッチパネル制御部
１０２は、このスワイプ操作を検知する（図１０の上中央図→上右図）。そして、シャッ
ター画像４１２内のシャッター４１２ａが全開になると、表示制御部１０３は、シャッタ
ー４１２ａを消去して、車全体を表す車画像４１３を表示する（図１０の上右図）。
【０１０６】
　シャッター制御画面４１０において、接触物１５０の上方向へのスワイプ操作をタッチ
パネル制御部１０２が検知すると、シャッター制御部１０５は、電動シャッター装置２０
０のシャッター２２０を開ける制御コマンド（移動制御コマンドの一例に相当）を生成す
る。このとき、シャッター制御部１０５は、接触物１５０のスワイプ操作の移動量に基づ
き、開くシャッターの目標位置を決定する。
【０１０７】
　例えばユーザが図１０の上中央図に示される状態で上方向のスワイプ操作を終了すると
、シャッター制御部１０５は、開くシャッターの目標位置をシャッターが半開きとなる位
置に決定する。この場合、表示制御部１０３は、図１０の上中央図に示されるように、シ
ャッター画像４１２内のシャッター４１２ａを半開きとする。このシャッター４１２ａの
表示によって、ユーザは、シャッターの目標位置を容易に理解できる。
【０１０８】
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　例えばユーザが図１０の上右図に示される状態で上方向のスワイプ操作を終了すると、
シャッター制御部１０５は、シャッターの開閉の目標位置をシャッターが全開となる位置
に決定する。この場合、表示制御部１０３は、図１０の上右図に示されるように、シャッ
ター画像４１２内のシャッター４１２ａを消去して、シャッターの開閉の目標位置が全開
であることを表示する。
【０１０９】
　目標位置が決定されると、シャッター制御部１０５は、決定された目標位置までシャッ
ター２２０を開ける制御コマンドを生成する。シャッター制御部１０５は、決定された目
標位置に応じた制御コマンドを生成する。すなわち、シャッター制御部１０５は、接触物
１５０のスワイプ操作の移動量に応じた距離だけ電動シャッター装置２００のシャッター
２２０を開ける制御コマンド（距離制御コマンドの一例に相当）を生成する。
【０１１０】
　通信制御部１０６は、生成された制御コマンドを電動シャッター装置２００の制御機器
２１０に送信する。電動シャッター装置２００のシャッター制御部２１３は、通信制御部
２１４を介して、操作端末１００から送信された制御コマンドを受け取る。シャッター制
御部２１３は、受け取った制御コマンドにしたがって、駆動部２１１を制御して、シャッ
ター２２０を開く動作を開始する。なお、図１０の下左図、下中央図、下右図については
後述される。
【０１１１】
　次に、図１１を用いて、電動シャッター装置２００のシャッター２２０を閉める操作が
説明される。シャッターが全開のシャッター画像４１２が表示され、シャッター画像４１
２に対応する領域に、車庫内の車全体を表す車画像４１３が表示されている（図１１の上
左図）。この状態で、シャッター制御画面４１０において、接触物１５０の下方向へのス
ワイプ操作をタッチパネル制御部１０２が検知する（図１１の上左図→上中央図）。
【０１１２】
　すると、表示制御部１０３は、接触物１５０の移動に従って、シャッター画像４１２内
のシャッター４１２ａを閉じる方向に移動させる（図１１の上中央図）。このとき、表示
制御部１０３は、シャッター画像４１２内のシャッター４１２ａが閉じられるに従って、
シャッター画像４１２に対応する領域に表示されている車画像４１３をシャッター４１２
ａで隠れさせる（図１１の上中央図）。
【０１１３】
　図１１の上中央図では、車画像４１３の上半分がシャッター４１２ａで隠されている。
図１１の上中央図のような画像表示を実現するために、上述のように、例えば、シャッタ
ー画像４１２内のシャッター４１２ａを第１レイヤとし、車画像４１３を第２レイヤとし
て、画像表示の優先順位は、第２レイヤより第１レイヤを高くすればよい。
【０１１４】
　さらに、接触物１５０の下方向へのスワイプ操作が継続されると、タッチパネル制御部
１０２は、このスワイプ操作を検知する（図１１の上中央図→上右図）。そして、シャッ
ター画像４１２内のシャッター４１２ａが全閉になると、表示制御部１０３は、車画像４
１３を消去する（図１１の上右図）。
【０１１５】
　シャッター制御画面４１０において、接触物１５０の下方向へのスワイプ操作をタッチ
パネル制御部１０２が検知すると、シャッター制御部１０５は、電動シャッター装置２０
０のシャッター２２０を閉める制御コマンド（移動制御コマンドの一例に相当）を生成す
る。このとき、シャッター制御部１０５は、接触物１５０のスワイプ操作の移動量に基づ
き、閉めるシャッターの目標位置を決定する。
【０１１６】
　例えばユーザが図１１の上中央図に示される状態で下方向のスワイプ操作を終了すると
、シャッター制御部１０５は、閉じるシャッターの目標位置をシャッターが半分閉じた位
置に決定する。この場合、表示制御部１０３は、図１１の上中央図に示されるように、シ
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ャッター画像４１２内のシャッター４１２ａを半分閉じられた状態とする。
【０１１７】
　例えばユーザが図１１の上右図に示される状態で下方向のスワイプ操作を終了すると、
シャッター制御部１０５は、閉じるシャッターの目標位置をシャッターが全閉となる位置
に決定する。この場合、表示制御部１０３は、図１１の上右図に示されるように、シャッ
ター画像４１２内のシャッター４１２ａを全閉とする。
【０１１８】
　目標位置が決定されると、シャッター制御部１０５は、決定された目標位置までシャッ
ター２２０を閉める制御コマンドを生成する。シャッター制御部１０５は、決定された目
標位置に応じた制御コマンドを生成する。すなわち、シャッター制御部１０５は、接触物
１５０のスワイプ操作の移動量に応じた距離だけ電動シャッター装置２００のシャッター
２２０を閉める制御コマンド（距離制御コマンドの一例に相当）を生成する。
【０１１９】
　通信制御部１０６は、生成された制御コマンドを電動シャッター装置２００の制御機器
２１０に送信する。電動シャッター装置２００のシャッター制御部２１３は、通信制御部
２１４を介して、操作端末１００から送信された制御コマンドを受け取る。シャッター制
御部２１３は、受け取った制御コマンドにしたがって、駆動部２１１を制御して、シャッ
ター２２０を閉じる動作を開始する。なお、図１１の下左図、下中央図、下右図について
は、次に説明される。
【０１２０】
　上述のように、シャッター制御部２１３は、受け取った制御コマンドにしたがって、駆
動部２１１を制御して、シャッター２２０の開閉動作を開始する。具体的には、図１０で
はシャッター２２０を開く動作が開始され、図１１ではシャッター２２０を閉める動作が
開始される。
【０１２１】
　このとき、実際のシャッター２２０の動きは、シャッター制御画面４１０に表示される
シャッター画像４１２内のシャッター４１２ａの動きに比べて遅い。そこで、図１０、図
１１の実施形態では、以下に説明されるように、表示制御部１０３は、実際のシャッター
２２０の端部の位置を表す概略シャッター移動画像５００をシャッター画像４１２内のシ
ャッター４１２ａにオーバラップさせてシャッター制御画面４１０に表示する。言い換え
ると、表示制御部１０３は、概略シャッター移動画像５００をシャッター画像４１２に対
応する領域に表示する。
【０１２２】
　電動シャッター装置２００のシャッター制御部２１３は、駆動部２１１によるシャッタ
ーの開閉動作が開始されると、位置センサー２１２によるシャッター２２０の位置の検出
結果を繰り返し取得する。シャッター制御部２１３は、位置センサー２１２によるシャッ
ター２２０の位置の検出結果を一定間隔（例えば０．１秒）で取得してもよい。シャッタ
ー制御部２１３は、位置センサー２１２によるシャッター２２０の位置の検出結果の取得
ごとに、当該検出結果に基づき、シャッター２２０の位置を示す位置情報を生成する。位
置情報は、例えば、全閉を１００％と定義し、全開を０％と定義して、シャッター２２０
が閉じている割合を表す数値としてもよい。この場合には、例えば図１１の上中央図のよ
うに半分閉じているシャッター２２０の位置情報は、５０％となる。
【０１２３】
　通信制御部２１４は、シャッター制御部２１３によるシャッター２２０の位置を示す位
置情報の生成ごとに、生成された位置情報を操作端末１００に送信する。シャッター制御
部２１３は、位置センサー２１２によるシャッター２２０の位置の検出結果に基づき、制
御コマンドに含まれるシャッター２２０の目標位置に到達したと判定すると、駆動部２１
１を制御して、シャッター２２０の開閉動作を停止する。
【０１２４】
　操作端末１００の表示制御部１０３は、通信制御部１０６を介して、電動シャッター装
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置２００から送信されたシャッター２２０の位置を示す位置情報を受け取る。表示制御部
１０３は、受け取った上記位置情報に基づき、例えば図１０の下左図に示されるように、
シャッター制御画面４１０の車画像４１３にオーバラップして、実際のシャッター２２０
の端部の位置を表す概略シャッター移動画像５００を表示する。表示制御部１０３は、受
け取った上記位置情報に基づき、例えば図１１の下左図に示されるように、シャッター制
御画面４１０のシャッター画像４１２内のシャッター４１２ａにオーバラップして、実際
のシャッター２２０の端部の位置を表す概略シャッター移動画像５００を表示する。
【０１２５】
　図１０において、概略シャッター移動画像５００の下端５００Ｄの位置が、開く方向に
移動している実際のシャッター２２０の端部の位置に対応する。図１１において、概略シ
ャッター移動画像５００の下端５００Ｄの位置が、閉じる方向に移動している実際のシャ
ッター２２０の端部の位置に対応する。
【０１２６】
　表示制御部１０３は、概略シャッター移動画像５００を、例えばディスプレイ１０１に
シャッター４１２ａ及び車画像４１３と異なる色（例えば、シャッター４１２ａが茶色で
車画像４１３が白色であれば赤色）、かつ、半透明で表示してもよい。例えば、図１０で
は、概略シャッター移動画像５００と車画像４１３とをアルファブレンドにより合成して
もよい。例えば、図１１では、概略シャッター移動画像５００とシャッター４１２ａとを
アルファブレンドにより合成してもよい。
【０１２７】
　これによって、図１０では、概略シャッター移動画像５００と車画像４１３とを、色分
けによって区別することができる。また、図１１では、概略シャッター移動画像５００と
シャッター４１２ａとを、色分けによって区別することができる。なお、図１０、図１１
では、概略シャッター移動画像５００を網点で示している。
【０１２８】
　表示制御部１０３は、電動シャッター装置２００から送信されたシャッター２２０の位
置を示す位置情報を受け取る度に、受け取った上記位置情報に基づき、概略シャッター移
動画像５００を更新して表示する。例えば、電動シャッター装置２００から上記位置情報
を０．１秒ごとに受け取る場合には、表示制御部１０３は、０．１秒ごとに、概略シャッ
ター移動画像５００を更新して表示する。
【０１２９】
　これによって、図１０では、開く方向に動いている実際のシャッターの端部の位置に対
応して、概略シャッター移動画像５００の下端５００Ｄの位置が上昇する（図１０の下左
図→下中央図）。また、図１１では、閉じる方向に動いている実際のシャッターの端部の
位置に対応して、概略シャッター移動画像５００の下端５００Ｄの位置が下降する（図１
１の下左図→下中央図）。
【０１３０】
　その結果、徐々に開閉する実際のシャッター２２０の位置が、概略シャッター移動画像
５００によりシャッター制御画面４１０に表されることとなる。そして、概略シャッター
移動画像５００により表されるシャッター２２０の位置が目標位置（図１０では全開、図
１１では全閉）に到達すると、図１０の下右図、図１１の下右図に示されるように、表示
制御部１０３は、概略シャッター移動画像５００をシャッター制御画面４１０から消去す
る。
【０１３１】
　シャッターが全閉の状態から図１０の下左図になるまでの間の概略シャッター移動画像
５００、図１０の下左図と下中央図との間の概略シャッター移動画像５００、図１０の下
中央図と下右図との間の概略シャッター移動画像５００は、それぞれ図示が省略されてい
る。また、シャッターが全開の状態から図１１の下左図になるまでの間の概略シャッター
移動画像５００、図１１の下左図と下中央図との間の概略シャッター移動画像５００、図
１１の下中央図と下右図との間の概略シャッター移動画像５００は、それぞれ図示が省略
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されている。
【０１３２】
　以上説明されたように、本実施形態では、表示制御部１０３は、シャッター制御画面４
１０に、実際のシャッター２２０の端部の位置を表す概略シャッター移動画像５００を表
示する。したがって、ユーザは、車庫３１０のシャッター２２０を見に行かなくても、実
際のシャッター２２０の位置を確認できる。また、表示制御部１０３は、概略シャッター
移動画像５００に加えて、シャッター制御画面４１０に、シャッターの開閉の目標位置を
表すシャッター画像４１２を表示する。したがって、ユーザは、目標位置と現状のシャッ
ター２２０の位置との差異を容易に理解できる。本実施形態において、概略シャッター移
動画像５００が、電動シャッター装置のシャッターの端部の位置を表した状態情報の一例
に相当する。
【０１３３】
　なお、実際のシャッター２２０の端部の位置をシャッター制御画面４１０に表す態様は
、概略シャッター移動画像５００に限られない。以下、実際のシャッター２２０の端部の
位置をシャッター制御画面４１０に表す他の表示例が説明される。
【０１３４】
　図１２は、シャッターを開ける際に実際のシャッターの位置が表示されるシャッター制
御画面４１０の図１０と異なる表示例を示す図である。図１３は、シャッターを閉める際
に実際のシャッターの位置が表示されるシャッター制御画面４１０の図１１と異なる表示
例を示す図である。図１２の上左図、上中央図、上右図は、それぞれ図１０の上左図、上
中央図、上右図と同じである。また、図１３の上左図、上中央図、上右図は、それぞれ図
１１の上左図、上中央図、上右図と同じである。
【０１３５】
　上述のように、操作端末１００の表示制御部１０３は、通信制御部１０６を介して、電
動シャッター装置２００から送信されたシャッター２２０の位置を示す位置情報を受け取
る。表示制御部１０３は、受け取った上記位置情報に基づき、シャッター制御画面４１０
の車画像４１３にオーバラップして、実際のシャッター２２０の端部の位置を表す位置表
示マーク５０１（図１２の下左図、下中央図）を表示する。また、表示制御部１０３は、
受け取った上記位置情報に基づき、シャッター制御画面４１０のシャッター画像４１２内
のシャッター４１２ａにオーバラップして、実際のシャッター２２０の端部の位置を表す
位置表示マーク５０２（図１３の下左図、下中央図）を表示する。
【０１３６】
　シャッターを開ける場合の位置表示マーク５０１は、図１２の下左図に示されるように
、シャッター制御画面４１０のシャッター画像４１２に対応する領域の下端から上向きに
延びる矢印で構成されている。図１２において、位置表示マーク５０１の上端５０１Ｕの
位置が、開く方向に動いている実際のシャッターの端部の位置に対応する。
【０１３７】
　シャッターを閉める場合の位置表示マーク５０２は、図１３の下左図に示されるように
、シャッター制御画面４１０のシャッター画像４１２に対応する領域の上端から下向きに
延びる矢印で構成されている。図１３において、位置表示マーク５０２の下端５０２Ｄの
位置が、閉じる方向に動いている実際のシャッターの端部の位置に対応する。
【０１３８】
　表示制御部１０３は、電動シャッター装置２００から送信されたシャッター２２０の位
置を示す位置情報を受け取る度に、受け取った上記位置情報に基づき、位置表示マーク５
０１（図１２の下左図→下中央図）及び位置表示マーク５０２（図１３の下左図→下中央
図）を更新して表示する。例えば、電動シャッター装置２００から上記位置情報を０．１
秒ごとに受け取る場合には、表示制御部１０３は、０．１秒ごとに、位置表示マーク５０
１，５０２をそれぞれ更新して表示する。
【０１３９】
　その結果、徐々に開閉する実際のシャッターの位置が、位置表示マーク５０１，５０２
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によりシャッター制御画面４１０に表されることとなる。そして、位置表示マーク５０１
，５０２により表されるシャッターの位置が目標位置（図１２では全開、図１３では全閉
）に到達すると、図１２の下右図、図１３の下右図に示されるように、表示制御部１０３
は、位置表示マーク５０１，５０２をシャッター制御画面４１０から消去する。
【０１４０】
　シャッターが全閉の状態から図１２の下左図になるまでの間の位置表示マーク５０１、
図１２の下左図と下中央図との間の位置表示マーク５０１、図１２の下中央図と下右図と
の間の位置表示マーク５０１は、それぞれ図示が省略されている。また、シャッターが全
開の状態から図１３の下左図になるまでの間の位置表示マーク５０２、図１３の下左図と
下中央図との間の位置表示マーク５０２、図１３の下中央図と下右図との間の位置表示マ
ーク５０２は、それぞれ図示が省略されている。
【０１４１】
　なお、図１０～図１３では、表示制御部１０３は、実際のシャッター２２０の端部の位
置を表す画像をシャッター画像４１２内のシャッター４１２ａにオーバラップさせてシャ
ッター制御画面４１０に表示している。しかし、本開示は、これに限られない。表示制御
部１０３は、実際のシャッター２２０の端部の位置を表す画像をシャッター制御画面４１
０に表示しなくてもよい。
【０１４２】
　図１４は、操作端末１００と電動シャッター装置２００とにおける処理の流れを示すシ
ーケンス図である。まず、操作端末１００の通信制御部１０６は、表示制御部１０３から
の依頼を受けて、現在のシャッター２２０の開閉状態（例えばシャッター２２０の端部の
位置）の取得要求を電動シャッター装置２００に送信する（Ｓ１４０１）。次に、電動シ
ャッター装置２００のシャッター制御部２１３は、通信制御部２１４を介して上記取得要
求を受け取ると、位置センサー２１２からシャッター２２０の開閉状態を取得する（Ｓ１
４０２）。
【０１４３】
　通信制御部２１４は、シャッター制御部２１３からの依頼を受けて、シャッター２２０
の開閉状態を操作端末１００に送信する（Ｓ１４０３）。操作端末１００の表示制御部１
０３は、通信制御部１０６を介して、シャッター２２０の開閉状態を受け取る。表示制御
部１０３は、受け取ったシャッター２２０の開閉状態に基づき、シャッター制御画面４１
０をディスプレイ１０１に表示する（Ｓ１４０４）。例えばシャッター２２０が全開の場
合には、表示制御部１０３は、図１１の上左図に示されるシャッター制御画面４１０をデ
ィスプレイ１０１に表示する。
【０１４４】
　次に、操作端末１００のタッチパネル制御部１０２は、シャッター制御画面４１０にお
けるユーザによる接触物１５０の操作（例えば上方向のスワイプ操作、下方向のスワイプ
操作）を検知する（Ｓ１４０５）。次に、操作端末１００の表示制御部１０３は、接触物
１５０の移動量に対応して、シャッター２２０の開閉の目標位置を表すように、シャッタ
ー画像４１２内のシャッター４１２ａを移動させる（Ｓ１４０６）。
【０１４５】
　操作端末１００では、Ｌ１４０１に含まれるＳ１４０５，Ｓ１４０６は、接触物１５０
がディスプレイ１０１から離れたことをタッチパネル制御部１０２が検知するまで繰り返
される。その結果、例えば図１０の上左図に示されるシャッター制御画面４１０がディス
プレイ１０１に表示されている。この状態で、シャッター２２０が全開されるまでの半分
の移動量のスワイプ操作が行われた後、接触物１５０がディスプレイ１０１から離れる。
【０１４６】
　すると、表示制御部１０３は、図１０の上中央図に示されるシャッター制御画面４１０
をディスプレイ１０１に表示する。すなわち、図１０の上中央図に示されるシャッター画
像４１２内のシャッター４１２ａの位置が、開くシャッター２２０の目標位置となる。
【０１４７】
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　接触物１５０がディスプレイ１０１から離れたことをタッチパネル制御部１０２が検知
すると、操作端末１００のシャッター制御部１０５は、接触物１５０のスワイプ操作の移
動量に応じて、制御コマンドを生成する。シャッター制御部１０５からの依頼を受けて、
通信制御部１０６は、シャッター制御部１０５により生成された制御コマンドを、電動シ
ャッター装置２００に送信する（Ｓ１４０７）。
【０１４８】
　電動シャッター装置２００の通信制御部２１４を介して制御コマンドを受け取ったシャ
ッター制御部２１３は、制御コマンドに基づき駆動部２１１を制御して、シャッター２２
０の開動作又は閉動作を行う（Ｓ１４０８）。次に、シャッター制御部２１３は、位置セ
ンサー２１２を用いて、現状のシャッター２２０の開閉状態（例えば現状のシャッター２
２０の端部の位置）を検出する。シャッター制御部２１３は、検出結果に基づき、シャッ
ター２２０の開閉状態（位置）を示す位置情報を生成する（Ｓ１４０９）。
【０１４９】
　続いて、通信制御部２１４は、シャッター制御部２１３からの依頼を受けて、生成され
た現状のシャッター２２０の開閉状態を示す位置情報を操作端末１００に送信する（Ｓ１
４１０）。
【０１５０】
　次に、操作端末１００の表示制御部１０３は、通信制御部１０６を介して受け取った位
置情報に基づき、現状のシャッター２２０の開閉状態を、ディスプレイ１０１のシャッタ
ー制御画面４１０に表示する（Ｓ１４１１）。このＳ１４１１において、表示制御部１０
３は、図１０、図１１の実施形態では概略シャッター移動画像５００を表示し、図１２の
実施形態では位置表示マーク５０１を表示し、図１３の実施形態では位置表示マーク５０
２を表示する。
【０１５１】
　操作端末１００及び電動シャッター装置２００では、Ｌ１４０２に含まれるＳ１４０８
～Ｓ１４１１は、シャッター２２０の開閉状態（例えばシャッター２２０の端部の位置）
が目標位置に到達するまで繰り返される。したがって、Ｓ１４１１が実行される度に、現
状のシャッター２２０の開閉状態の表示が更新される。
【０１５２】
　シャッター２２０の開閉状態が目標位置に到達すると、通信制御部２１４は、シャッタ
ー制御部２１３からの依頼を受けて、シャッター２２０の制御結果を、操作端末１００に
送信して（Ｓ１４１２）、このフローは終了する。
【０１５３】
　図１５は、操作端末１００が電動シャッター装置２００を制御する処理の流れを示すフ
ロー図である。
【０１５４】
　まず、表示制御部１０３は、シャッター選択画面４００をディスプレイ１０１に表示す
る（Ｓ１５０１）。続いて、シャッター選択画面４００への接触物１５０の接触によるユ
ーザの操作を受け付ける（Ｓ１５０２）。次に、接触物１５０の接触対象が終了ボタン４
０７であるか否かをタッチパネル制御部１０２が判定する（Ｓ１５０３）。
【０１５５】
　接触対象が終了ボタン４０７であるとタッチパネル制御部１０２が判定すると（Ｓ１５
０３でＹＥＳ）、このフローは終了する。一方、接触対象が終了ボタン４０７でないとタ
ッチパネル制御部１０２が判定すると（Ｓ１５０３でＮＯ）、タッチパネル制御部１０２
は、接触対象の選択ボタンを判定する。表示制御部１０３は、判定された選択ボタンに対
応するシャッターの現状の開閉状態を電動シャッター装置から取得する（Ｓ１５０４）。
例えば接触対象が選択ボタン４０５Ａであるとタッチパネル制御部１０２が判定すると、
表示制御部１０３は、電動シャッター装置２００から、シャッター２２０の開閉状態を取
得する。
【０１５６】
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　次に、表示制御部１０３は、接触対象の選択ボタンに対応するシャッター制御画面をデ
ィスプレイ１０１に表示する（Ｓ１５０５）。例えば接触対象が選択ボタン４０５Ａの場
合には、表示制御部１０３は、図９に示されるシャッター制御画面４１０をディスプレイ
１０１に表示する。続いて、処理がシャッターの制御フロー（図１６Ａ，１６Ｂ）に進め
られ（Ｓ１５０６）、その後、処理がＳ１５０１に戻る。
【０１５７】
　図１６Ａ，１６Ｂは、操作端末１００が電動シャッター装置２００のシャッター２２０
を制御するための制御コマンドを生成して送信する処理（図１５のＳ１４０６）の流れを
示すフロー図である。
【０１５８】
　まず、タッチパネル制御部１０２は、シャッター制御画面４１０内で接触物１５０によ
る戻るボタン４１１の選択を検知したか否かを判定する（Ｓ１６０１）。戻るボタン４１
１の選択が検知されると（Ｓ１６０１でＹＥＳ）、このフローは終了する。一方、戻るボ
タン４１１の選択が検知されなければ（Ｓ１６０１でＮＯ）、タッチパネル制御部１０２
は、接触物１５０の接触位置が、上下に移動することを検知したか否かを判定する（Ｓ１
６０２）。
【０１５９】
　Ｓ１６０２において、タッチパネル制御部１０２が、接触物１５０の接触位置の上方向
への移動を検知すると処理がＳ１６０３に進められ、下方向への移動を検知すると処理が
Ｓ１６０６に進められ、接触物１５０の接触位置の上下移動が検知されなければ（Ｓ１６
０２でＮＯ）、処理がＳ１６０１に戻る。
【０１６０】
　Ｓ１６０３において、表示制御部１０３は、図１５のＳ１５０４で取得した開閉状態に
基づき、電動シャッター装置２００のシャッター２２０が全開か否かを判定する。シャッ
ター２２０が全開であれば（Ｓ１６０３でＹＥＳ）、処理はＳ１６０１に戻る。シャッタ
ー２２０が全開でなければ（Ｓ１６０３でＮＯ）、処理がＳ１６０４に進められる。
【０１６１】
　Ｓ１６０４において、表示制御部１０３は、タッチパネル制御部１０２から取得した接
触物１５０の上向きの移動（上向きのスワイプ操作）の移動量に対応して、開くシャッタ
ー２２０の目標位置を表すように、ディスプレイ１０１に表示するシャッター画像４１２
内のシャッター４１２ａを移動させる（Ｓ１６０４）。
【０１６２】
　次に、表示制御部１０３は、接触物１５０の上向きの移動が終了したか否かを判定する
（Ｓ１６０５）。接触物１５０の上向きの移動が終了していなければ（Ｓ１６０５でＮＯ
）、処理がＳ１６０４に戻る。一方、Ｓ１６０５において、接触物１５０の上向きの移動
が終了していれば（Ｓ１６０５でＹＥＳ）、処理がＳ１６１１に進められる。
【０１６３】
　したがって、上向きの移動が終了するまで、Ｓ１６０４が実行される。その結果、Ｓ１
６０４が実行される度に、ディスプレイ１０１に表示されるシャッター画像４１２内のシ
ャッター４１２ａが更新される。なお、図１０の上左図と上中央図との間、及び図１０の
上中央図と上右図との間におけるシャッター画像４１２内のシャッター４１２ａは、それ
ぞれ図示が省略されている。
【０１６４】
　Ｓ１６０６において、表示制御部１０３は、図１５のＳ１５０４で取得した開閉状態に
基づき、電動シャッター装置２００のシャッター２２０が全閉か否かを判定する。シャッ
ター２２０が全閉であれば（Ｓ１６０６でＮＯ）、処理はＳ１６０１に戻る。シャッター
２２０が全閉でなければ（Ｓ１６０６でＮＯ）、処理がＳ１６０７に進められる。
【０１６５】
　Ｓ１６０７において、表示制御部１０３は、タッチパネル制御部１０２から取得した接
触物１５０の下向きの移動（下向きのスワイプ操作）の移動量に対応して、閉じるシャッ
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ター２２０の目標位置を表すように、ディスプレイ１０１に表示するシャッター画像４１
２内のシャッター４１２ａを移動させる（Ｓ１６０７）。
【０１６６】
　次に、表示制御部１０３は、接触物１５０の下向きの移動が終了したか否かを判定する
（Ｓ１６０８）。接触物１５０の下向きの移動が終了していなければ（Ｓ１６０８でＮＯ
）、処理がＳ１６０７に戻る。一方、Ｓ１６０８において、接触物１５０の下向きの移動
が終了していれば（Ｓ１６０８でＹＥＳ）、処理がＳ１６１１に進められる。
【０１６７】
　したがって、下向きの移動が終了するまで、Ｓ１６０７が実行される。その結果、Ｓ１
６０７が実行される度に、ディスプレイ１０１に表示されるシャッター画像４１２内のシ
ャッター４１２ａが更新される。なお、図１１の上左図と上中央図との間、及び図１１の
上中央図と上右図との間におけるシャッター画像４１２内のシャッター４１２ａは、それ
ぞれ図示が省略されている。
【０１６８】
　Ｓ１６１１において、シャッター制御部１０５は、タッチパネル制御部１０２から取得
した接触物１５０の上向きの移動又は下向きの移動の移動量に対応する目標位置まで、シ
ャッター２２０を開閉する制御コマンドを生成する。続いて、通信制御部１０６は、シャ
ッター制御部１０５により生成された制御コマンドを、電動シャッター装置２００に送信
する（Ｓ１６１２）。
【０１６９】
　続いて、通信制御部１０６は、シャッター２２０の位置（開閉状態）を示す位置情報を
受信して、受信された位置情報を表示制御部１０３及びシャッター制御部１０５に渡す（
Ｓ１６１３）。次いで、表示制御部１０３は、受け取った位置情報に基づき、シャッター
２２０の位置を表示する（Ｓ１６１４）。このＳ１６１４において、表示制御部１０３は
、図１０、図１１の実施形態では概略シャッター移動画像５００を表示し、図１２の実施
形態では位置表示マーク５０１を表示し、図１３の実施形態では位置表示マーク５０２を
表示する。
【０１７０】
　次いで、シャッター制御部１０５は、Ｓ１６１３で受け取った位置情報に基づき、シャ
ッター２２０が、目標位置に到達したか否かを判定する（Ｓ１６１５）。Ｓ１６１５にお
いて、シャッター２２０が目標位置に到達していなければ（Ｓ１６１５でＮＯ）、処理は
Ｓ１６１３に戻る。一方、Ｓ１６１５において、シャッター２２０が目標位置に到達して
いれば（Ｓ１６１５でＹＥＳ）、通信制御部１０６は、電動シャッター装置２００から送
信された制御結果を受信し、受信された制御結果をシャッター制御部１０５に渡して（Ｓ
１６１６）、このフローは終了する。
【０１７１】
　したがって、シャッター２２０が目標位置に到達するまで、Ｓ１６１４が実行される。
その結果、Ｓ１６１４が実行される度に（例えば０．１秒ごとに）、ディスプレイ１０１
のシャッター制御画面４１０に表示されるシャッター２２０の位置が更新される。
【０１７２】
　図１７は、電動シャッター装置２００における処理の流れを示すフロー図である。まず
、電動シャッター装置２００の通信制御部２１４は、操作端末１００から送信されるシャ
ッター開閉の制御コマンドを受信し、シャッター制御部２１３に渡す（Ｓ１７０１）。次
いで、シャッター制御部２１３は、受け取った制御コマンドにしたがって駆動部２１１を
制御して、シャッター２２０を駆動する（Ｓ１７０２）。次に、シャッター制御部２１３
は、位置センサー２１２からシャッター２２０の開閉状態（位置）の検出結果を取得する
（Ｓ１７０３）。
【０１７３】
　続いて、シャッター制御部２１３は、シャッター２２０の開閉状態の検出結果に基づき
、シャッター２２０の位置を示す位置情報を生成し、通信制御部２１４は、生成された位
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置情報を操作端末１００に送信する（Ｓ１７０４）。
【０１７４】
　続いて、シャッター制御部２１３は、Ｓ１７０３で取得された検出結果に基づき、シャ
ッター２２０が制御コマンドに示される目標位置に到達したか否かを判定する（Ｓ１７０
５）。シャッター２２０が目標位置に到達していなければ（Ｓ１７０５でＮＯ）、処理が
Ｓ１７０２に戻る。一方、Ｓ１７０５において、シャッター２２０が目標位置に到達して
いれば（Ｓ１７０５でＹＥＳ）、通信制御部２１４は、シャッター制御部２１３からの依
頼を受けて制御結果を操作端末１００に送信し（Ｓ１７０６）、このフローは終了する。
【０１７５】
　したがって、シャッター２２０が目標位置に到達するまでＳ１７０４が実行される。そ
の結果、Ｓ１７０４が実行される度に（例えば０．１秒ごとに）、シャッター２２０の位
置を示す位置情報が操作端末１００に送信される。
【０１７６】
　上述のように、シャッター制御部２１３は、障害物センサー２１５の検出結果に基づき
障害物の有無を判断する。そして、シャッター制御部２１３は、障害物ありと判断すると
、駆動部２１１を制御して、シャッター２２０を閉じ始める前であれば閉じる動作を開始
せず、シャッター２２０を閉じる動作の途中であれば閉じる動作を停止する。この場合の
ディスプレイ１０１の表示が説明される。
【０１７７】
　図１８は、障害物が検出された場合のシャッター制御画面４１０の表示例を示す図であ
る。図１８の上左図、上中央図、上右図は、それぞれ、図１１の上左図、上中央図、上右
図と同じである。図１８の上左図から、上中央図を経て、上右図までは、図１１を参照し
て説明されたのと同じように、表示制御部１０３は、シャッター制御画面４１０の表示を
制御する。
【０１７８】
　すなわち、車画像４１３がシャッター画像４１２に対応する領域に表示されている（図
１８の上左図）。この状態で、接触物１５０の下向きのスワイプ操作をタッチパネル制御
部１０２が検知する。すると、表示制御部１０３は、スワイプ操作の移動量に応じて、シ
ャッター画像４１２内のシャッター４１２ａを閉じる方向、つまり下向き（第１方向の一
例に相当）に移動させる（図１８の上中央図）。接触物１５０の下向きのスワイプ操作が
さらに継続されると、シャッター画像４１２内のシャッター４１２ａを全閉とし、シャッ
ター開閉の目標位置として、シャッター制御画面４１０に表示する（図１８の上右図）。
【０１７９】
　シャッター制御部２１３は、障害物センサー２１５の検出結果に基づき、障害物ありと
判断すると、駆動部２１１を制御してシャッター２２０の動作を停止し、停止情報を生成
する。停止情報は、シャッター２２０の動作が停止したことを示す情報を含む。また、停
止情報は、シャッター２２０が停止した位置を示す情報を含む。通信制御部２１４は、シ
ャッター制御部２１３からの依頼を受けて、シャッター制御部２１３により生成された停
止情報を操作端末１００に送信する。
【０１８０】
　操作端末１００の表示制御部１０３は、通信制御部１０６を介して、電動シャッター装
置２００からの停止情報を受け取ると、シャッター制御画面４１０に表示されているシャ
ッター画像４１２内の全閉のシャッター４１２ａ（図１８の上右図）を、図１８の下左図
に矢印マーク４１５で示されるように、開く方向、つまり上向き（第２方向の一例に相当
）に半開きの位置まで戻す。なお、矢印マーク４１５は、シャッター画像４１２内のシャ
ッター４１２ａが、全閉から半開きまで一気に戻されることを示すために、付されたもの
である。矢印マーク４１５がシャッター制御画面４１０に表示されるわけではない。
【０１８１】
　さらに、表示制御部１０３は、シャッター画像４１２内のシャッター４１２ａを上下に
細かく振動させる。表示制御部１０３は、シャッター画像４１２内のシャッター４１２ａ
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の下端４１２Ｄを、上向き及び下向きに交互に繰り返して移動させる。その結果、シャッ
ター制御画面４１０の表示状態は、図１８の下左図と下右図との間で交互に遷移する。
【０１８２】
　シャッター２２０の移動開始前に障害物が検出されると、接触物１５０の下向きの移動
により、図１８の上右図に示されるように全閉となったシャッター画像４１２内のシャッ
ター４１２ａは、直ぐに図１８の下左図に示されるように半開きの位置まで戻る。このた
め、シャッター画像４１２内のシャッター４１２ａは、バウンスすることになる。そこで
、シャッター画像４１２内のシャッター４１２ａの振動によって、ディスプレイ１０１の
故障ではなく、シャッター２２０の動作が正常でない旨の注意をユーザに喚起することが
できる。
【０１８３】
　シャッター画像４１２内のシャッター４１２ａを振動させる場合には、表示制御部１０
３は、実際のシャッター２２０の位置を表した画像（図１１では概略シャッター移動画像
５００、図１３では位置表示マーク５０２）を表示しない。なお、振動の幅は、例えば位
置情報の数値で５％の幅としてもよい。振動の幅は、振動していることをユーザが明確に
分かる値に決定すればよい。振動の周期は、例えば０．５秒としてもよい。振動の周期は
、ユーザが見やすい値に決定すればよい。
【０１８４】
　図１９は、障害物が検出された場合のシャッター制御画面４１０の図１８と異なる表示
例を示す図である。図１９の上左図、上中央図、上右図は、それぞれ、図１１（図１８）
の上左図、上中央図、上右図と同じである。
【０１８５】
　図１９の実施形態では、表示制御部１０３は、図１８の実施形態と同様に、通信制御部
１０６を介して、電動シャッター装置２００から停止情報を受け取ると、シャッター制御
画面４１０に表示しているシャッター画像４１２内の全閉のシャッター４１２ａ（図１９
の上右図）を、半開きの位置まで戻す（図１９の下左図）。
【０１８６】
　さらに、表示制御部１０３は、注意喚起マーク６００をシャッター制御画面４１０に表
示する（図１９の下左図）。さらにまた、表示制御部１０３は、振動マーク６０１で示さ
れるように、図１８の実施形態と同様に、シャッター画像４１２内のシャッター４１２ａ
を上下に細かく振動させる（図１９の下右図）。
【０１８７】
　なお、図１９の下右図の振動マーク６０１は、シャッター画像４１２内のシャッター４
１２ａを上下に細かく振動させることを表すためのものである。振動マーク６０１に含ま
れる上下の矢印及び波線が、シャッター制御画面４１０に表示されるわけではない。また
、図１９では、注意喚起マーク６００が表示されるため、表示制御部１０３は、シャッタ
ー画像４１２内のシャッター４１２ａを振動させなくてもよい。
【０１８８】
　図２０～２３は、障害物検出を考慮した場合の、操作端末１００と電動シャッター装置
２００とにおける処理の流れを示すシーケンス図である。
【０１８９】
　シーケンス図は、３つのパターンに分けて説明される。第１パターンは、障害物が検出
されないシーケンスである。第１パターンでは、シャッター２２０は目標位置まで閉めら
れる。第１パターンは、図２０のシーケンス図から図２１のシーケンス図に続く。
【０１９０】
　第２パターンは、シャッター２２０を閉める途中で障害物が検出されるシーケンスであ
る。第２パターンでは、シャッター２２０を閉める動作は開始される。しかし、障害物が
検出された時点で、シャッター２２０の駆動は停止され、障害物の注意喚起の表示が行わ
れる。第２パターンは、障害物センサー２１５が光学式の場合には、シャッター２２０が
途中まで閉まった段階で障害物が発生した場合に該当する。なお、接触式の障害物センサ
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ー２１５により障害物が検出された場合は、第２パターンのシーケンスになる。第２パタ
ーンは、図２０のシーケンス図から図２２のシーケンス図に続く。
【０１９１】
　第３パターンは、光学式の障害物センサー２１５により最初に障害物が検出されるシー
ケンスである。第３パターンでは、シャッター２２０を閉める前に障害物の注意喚起の表
示が行われ、シャッター２２０を閉める動作は開始されない。障害物センサー２１５が接
触式の場合は、第３パターンのシーケンスにならない。第３パターンは、図２０のシーケ
ンス図から図２３のシーケンス図に続く。上述のように、第１～第３パターンにおいて図
２０は共通である。
【０１９２】
　まず、図２０、図２１を用いて、障害物が検出されない第１パターンの処理の流れが説
明される。図２０のＳ２００１～Ｓ２００７は、図１４のＳ１４０１～Ｓ１４０７と同じ
である。図２０のＳ２００５～Ｓ２００６を含むＬ２００１は、図２０のＳ１４０５～Ｓ
１４０６を含むＬ１４０１と同じである。但し、第１～第３パターンでは、図２０のＳ２
００２で検出されるシャッター２２０の位置は全閉ではなく、Ｓ２００５で行われる操作
は下向きのスワイプ操作であり、Ｓ２００７で送信される制御コマンドはシャッター２２
０を閉める動作を行わせるコマンドであることが前提である。
【０１９３】
　電動シャッター装置２００のシャッター制御部２１３は、図２０のＳ２００７で送信さ
れた制御コマンドを通信制御部２１４を介して受け取り、受け取った制御コマンドに基づ
き駆動部２１１を制御して、シャッター２２０を閉める動作を行う（Ｓ２１０１）。次に
、シャッター制御部２１３は、位置センサー２１２の検出結果を用いて、現状のシャッタ
ー２２０の開閉状態を判断し、シャッター２２０の開閉状態（位置）を示す位置情報を生
成する（Ｓ２１０２）。
【０１９４】
　続いて、通信制御部２１４は、シャッター制御部２１３からの依頼を受けて、生成され
た現状のシャッター２２０の開閉状態を示す位置情報を操作端末１００に送信する（Ｓ２
１０３）。次に、操作端末１００の表示制御部１０３は、通信制御部１０６を介して受け
取った位置情報に基づき、現状のシャッター２２０の開閉状態を、ディスプレイ１０１の
シャッター制御画面４１０に表示する（Ｓ２１０４）。
【０１９５】
　続くＳ２１０５～Ｓ２１０８は、それぞれ、Ｓ２１０１～Ｓ２１０４と同じである。こ
のＳ２１０１～Ｓ２１０４の動作が、一定時間（例えば０．１秒）ごとに、繰り返される
。そして、Ｓ２１０９において、シャッター制御部２１３は、位置センサー２１２の検出
結果に基づき、シャッター２２０が目標位置に到達したことを検出し、駆動部２１１の動
作を停止する。次に、通信制御部２１４は、シャッター制御部２１３からの依頼を受けて
、シャッター２２０の制御結果を操作端末１００に送信する（Ｓ２１１０）。
【０１９６】
　次に、図２２を用いて、シャッター２２０を閉める途中で障害物が検出される第２パタ
ーンの処理の流れが説明される。
【０１９７】
　電動シャッター装置２００のシャッター制御部２１３は、図２０のＳ２００７で送信さ
れた制御コマンドを通信制御部２１４を介して受け取り、受け取った制御コマンドに基づ
き駆動部２１１を制御して、シャッター２２０を閉める動作を行う（Ｓ２２０１）。Ｓ２
２０１～Ｓ２２０４は、それぞれ、Ｓ２１０１～Ｓ２１０４と同じである。続くＳ２２０
５～Ｓ２２０８も、それぞれ、Ｓ２１０１～Ｓ２１０４と同じである。このＳ２２０１～
Ｓ２２０４の動作が、一定時間（例えば０．１秒）ごとに、繰り返される。
【０１９８】
　Ｓ２２０９において、電動シャッター装置２００のシャッター制御部２１３は、障害物
センサー２１５の検出結果に基づき、障害物ありと判断する。また、シャッター制御部２
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１３は、駆動部２１１の動作を停止する。次に、Ｓ２２１０において、通信制御部２１４
は、シャッター制御部２１３からの依頼を受けて、障害物の検出によりシャッター２２０
の駆動を停止したことを示す停止情報を操作端末１００に送信する。
【０１９９】
　次に、Ｓ２２１１において、操作端末１００の表示制御部１０３は、通信制御部１０６
を介して受け取った停止情報に基づき、ユーザの注意を喚起する画像を、ディスプレイ１
０１のシャッター制御画面４１０に表示する。例えば図１８の実施形態では、表示制御部
１０３は、シャッター画像４１２内のシャッター４１２ａを上下に振動させる。例えば図
１９の実施形態では、表示制御部１０３は、シャッター画像４１２に対応する領域に注意
喚起マーク６００を表示する。
【０２００】
　次に、図２３を用いて、光学式の障害物センサー２１５により最初に障害物が検出され
る第３パターンの処理の流れが説明される。
【０２０１】
　電動シャッター装置２００のシャッター制御部２１３は、通信制御部２１４を介して、
図２０のＳ２００７で送信された制御コマンドを受け取る。しかし、続くＳ２３０１にお
いて、シャッター制御部２１３は、障害物センサー２１５の検出結果に基づき、障害物あ
りと判断する。そこで、シャッター制御部２１３は、制御コマンドを受け取っているが、
駆動部２１１の動作を行わない。続くＳ２３０２，Ｓ２３０３は、それぞれ、図２２のＳ
２２１０，Ｓ２２１１と同じである。
【０２０２】
　図２４Ａ，２４Ｂは、障害物を考慮した場合の、操作端末１００が電動シャッター装置
２００のシャッター２２０を制御する処理（図１５のＳ１４０６）の流れを示すフロー図
である。
【０２０３】
　図２４ＡのＳ２４０１～Ｓ２４０８は、図１６ＡのＳ１６０１～Ｓ１６０８と同じであ
る。図２４ＡのＳ２４１１～Ｓ２４１２は、図１６ＢのＳ１６１１～Ｓ１６１２と同じで
ある。
【０２０４】
　Ｓ２４１２に続くＳ２４２１において、シャッター制御部１０５は、通信制御部１０６
が電動シャッター装置２００から停止情報を受信したか否かを判断する。Ｓ２４２１にお
いて、通信制御部１０６が停止情報を受信していなければ（Ｓ２４２１でＮＯ）、処理が
Ｓ２４２２に進められる。一方、Ｓ２４２１において、通信制御部１０６が停止情報を受
信していれば（Ｓ２４２１でＹＥＳ）、処理がＳ２４２５に進められる。
【０２０５】
　Ｓ２４２２において、通信制御部１０６は、シャッター２２０の位置を示す位置情報を
受信し、受信された位置情報を表示制御部１０３及びシャッター制御部１０５に渡す（Ｓ
２４２２）。次いで、表示制御部１０３は、受け取った位置情報に基づき、シャッター２
２０の位置をシャッター制御画面４１０に表示する（Ｓ２４２３）。このＳ２４２３にお
いて、表示制御部１０３は、図１０、図１１の実施形態では概略シャッター移動画像５０
０を表示し、図１２の実施形態では位置表示マーク５０１を表示し、図１３の実施形態で
は位置表示マーク５０２を表示する。
【０２０６】
　次いで、シャッター制御部１０５は、Ｓ２４２２で受け取った位置情報に基づき、シャ
ッター２２０が、目標位置に到達したか否かを判定する（Ｓ２４２４）。Ｓ２４２４にお
いて、シャッター２２０が目標位置に到達していなければ（Ｓ２４２４でＮＯ）、処理は
Ｓ２４２１に戻る。一方、Ｓ２４２４において、シャッター２２０が目標位置に到達して
いれば（Ｓ２４２４でＹＥＳ）、このフローは終了する。
【０２０７】
　Ｓ２４２５において、表示制御部１０３は、Ｓ２４２２又は図１５のＳ１５０４で受け
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取った位置情報に基づき、実際のシャッターが、７０％を超えた位置まで閉まっているか
否かを判定する（Ｓ２４２５）。実際のシャッターが、７０％を超えた位置まで閉まって
いれば（Ｓ２４２５でＹＥＳ）、表示制御部１０３は、表示中のシャッター画像４１２内
のシャッター４１２ａを７０％の位置まで戻し（Ｓ２４２６）、処理はＳ２４２８に進め
られる。例えば実際のシャッター２２０が８０％の位置まで閉まっていれば、表示制御部
１０３は、表示中のシャッター画像４１２内のシャッター４１２ａを開く方向（第２方向
の一例に相当）に、３０％の量（第２所定量の一例に相当）、戻す。
【０２０８】
　一方、実際のシャッターが、７０％を超えた位置まで閉まっていなければ（Ｓ２４２５
でＮＯ）、表示制御部１０３は、表示中のシャッター画像４１２におけるシャッター４１
２ａを実際の位置まで戻し（Ｓ２４２７）、処理はＳ２４２８に進められる。例えば実際
のシャッター２２０が６０％の位置まで閉まっていれば、表示制御部１０３は、表示中の
シャッター画像４１２内のシャッター４１２ａを開く方向（第２方向の一例に相当）に、
４０％の量（第１所定量の一例に相当）、戻す。
【０２０９】
　Ｓ２４２８において、表示制御部１０３は、注意喚起マーク６００をシャッター制御画
面４１０に表示する。次に、表示制御部１０３は、シャッター画像４１２内のシャッター
４１２ａの位置を上下に細かく振動させて（Ｓ２４２９）、処理はＳ２４０１に戻る。な
お、図１８の実施形態では、Ｓ２４２８を省略してもよい。また、図１９の実施形態では
、Ｓ２４２９を省略してもよい。
【０２１０】
　図２４ＢのＳ２４２１，Ｓ２４２２，Ｓ２４２３，Ｓ２４２４のループは、障害物がな
い場合に相当する。図２４ＢのＳ２４２１，Ｓ２４２５，Ｓ２４２６，Ｓ２４２８，Ｓ２
４２９の経路は、シャッター２２０が所定基準量（図２４Ｂでは例えば７０％）を超える
位置まで閉まったときに、障害物が検出された場合に相当する。図２４ＢのＳ２４２１，
Ｓ２４２５，Ｓ２４２７，Ｓ２４２８，Ｓ２４２９の経路は、シャッター２２０が所定基
準量（図２４Ｂでは例えば７０％）以下の位置まで閉まったときに（シャッター２２０が
動き出す前を含む）、障害物が検出された場合に相当する。
【０２１１】
　図２４Ｂでは、実際のシャッター２２０が、７０％を超えた位置まで閉まっていなけれ
ば（Ｓ２４２５でＮＯ）、表示制御部１０３は、表示中のシャッター画像４１２内のシャ
ッター４１２ａを実際の位置まで戻す（Ｓ２４２７）。つまり、表示制御部１０３は、シ
ャッター画像４１２内のシャッター４１２ａを、障害物の検出によりシャッター２２０が
停止した位置まで戻す。
【０２１２】
　但し、一律にシャッター画像４１２内のシャッター４１２ａをシャッター２２０が停止
した位置まで戻すようにすると、障害物が小さい場合には、シャッター制御画面４１０上
において、シャッター画像４１２内のシャッター４１２ａの戻る幅も小さくなる。その結
果、ユーザが、シャッター画像４１２内のシャッター４１２ａが戻っていることに気付き
にくくなる。
【０２１３】
　そこで、図２４Ｂでは、実際のシャッター２２０が、所定基準量（図２４Ｂでは例えば
７０％）を超えた位置まで閉まっていれば（Ｓ２４２５でＹＥＳ）、表示制御部１０３は
、表示中のシャッター画像４１２内のシャッター４１２ａを所定基準量（図２４Ｂでは例
えば７０％）の位置まで戻す（Ｓ２４２６）。これによって、ユーザは、シャッター画像
４１２内のシャッター４１２ａが戻っていることに気付き易くなる。なお、所定基準量が
７０％としているのは一例であり、所定基準量は、６０％等の他の値でもよい。
【０２１４】
　なお、図２４Ｂでは、実際のシャッター２２０が停止した位置に応じて、表示中のシャ
ッター画像４１２内のシャッター４１２ａを、７０％の位置（Ｓ２４２６）又は実際のシ
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ャッター２２０が停止した位置（Ｓ２４２７）まで戻している。しかし、本開示は、これ
に限られない。例えば図１８を用いて説明されたように、実際のシャッター２２０が停止
した位置に関係なく一律に、シャッター画像４１２内のシャッター４１２ａを半開き（５
０％）の位置まで戻すようにしてもよい。
【０２１５】
　図２５は、障害物を考慮した場合の、電動シャッター装置２００における処理の流れを
示すフロー図である。
【０２１６】
　まず、電動シャッター装置２００の通信制御部２１４は、操作端末１００から送信され
た制御コマンドを受信し、シャッター制御部２１３に渡す（Ｓ２５０１）。次いで、シャ
ッター制御部２１３は、障害物センサー２１５の検出結果を取得する（Ｓ２５０２）。次
に、シャッター制御部２１３は、障害物センサー２１５の検出結果に基づき、障害物があ
るか否かを判定する（Ｓ２５０３）。Ｓ２５０３において、障害物があれば（Ｓ２５０３
でＹＥＳ）、処理はＳ２５０４に進められ、障害物がなければ（Ｓ２５０３でＮＯ）、処
理はＳ２５０５に進められる。
【０２１７】
　Ｓ２５０４において、シャッター制御部２１３は、シャッター２２０を移動させていれ
ば、駆動部２１１を制御してシャッター２２０を停止させる。また、Ｓ２５０４において
、通信制御部２１４は、シャッター制御部２１３の依頼を受けて、シャッターの移動が停
止していることを示す停止情報を操作端末１００に送信する。そして、このフローは終了
する。
【０２１８】
　Ｓ２５０５～Ｓ２５０７は、図１７のＳ１７０２～Ｓ１７０４と同じである。Ｓ２５０
７に続いて、シャッター制御部２１３は、Ｓ２５０６で取得されたシャッター２２０の位
置に基づき、シャッター２２０が制御コマンドに示される目標位置に到達したか否かを判
定する（Ｓ２５０８）。シャッター２２０が目標位置に到達していなければ（Ｓ２５０８
でＮＯ）、処理がＳ２５０２に戻る。一方、Ｓ２５０８において、シャッター２２０が目
標位置に到達していれば（Ｓ２５０８でＹＥＳ）、このフローは終了する。
【０２１９】
　図２６は、操作端末１００のディスプレイ１０１に表示されるシャッター制御画面４１
０の図９と異なる例を示す図である。図２６に示されるシャッター制御画面４１０は、電
動シャッター装置２０１のシャッター２３０の開閉操作を行うための操作画面である。シ
ャッター２３０は、図４を用いて説明されたように、窓３２０に設けられた雨戸として用
いられる。
【０２２０】
　シャッター制御画面４１０は、戻るボタン４１１と、電動シャッター装置２０１のシャ
ッター２３０を表すシャッター画像４２１とを備える。シャッター画像４２１は、シャッ
ター４２１ａを含む。また、図２６のシャッター制御画面４１０には、「リビングのシャ
ッター」との文字が付されている。これによって、窓に設けられた雨戸として用いられる
シャッターのための制御画面であることをユーザは容易に理解できる。
【０２２１】
　図８に示されるシャッター選択画面４００において、ユーザが接触物（例えばユーザの
一本の指）で選択ボタン４０５Ｂを選択すると、その選択をタッチパネル制御部１０２が
検知する。すると、表示制御部１０３は、図２６に示されるように、選択ボタン４０５Ｂ
に対応するシャッター制御画面４１０をディスプレイ１０１に表示する。
【０２２２】
　また、図２６に示されるシャッター制御画面４１０において、ユーザが接触物で戻るボ
タン４１１を選択すると、その選択をタッチパネル制御部１０２が検知する。すると、表
示制御部１０３は、ディスプレイ１０１の表示を、図８に示されるシャッター選択画面４
００に戻す。
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【０２２３】
　図２７は、シャッター２３０を開けるときのシャッター制御画面４１０の表示例及び接
触物１５０の操作例を示す図である。図２８は、シャッター２３０を閉めるときのシャッ
ター制御画面４１０の表示例及び接触物１５０の操作例を示す図である。
【０２２４】
　まず、図２７を用いて、電動シャッター装置２０１のシャッター２３０を開ける操作が
説明される。シャッター４２１ａが全閉のシャッター画像４２１が表示されている（図２
７の左図）。この状態で、シャッター制御画面４１０において、接触物１５０（例えばユ
ーザの一本の指）の上方向へのスワイプ操作をタッチパネル制御部１０２が検知する（図
２７の左図→中央図）。
【０２２５】
　すると、表示制御部１０３は、接触物１５０の移動に従って、シャッター画像４２１内
のシャッター４２１ａを開く方向に移動させる（図２７の中央図）。このとき、表示制御
部１０３は、シャッター画像４２１内のシャッター４２１ａが開けられるに従って、シャ
ッターで隠れていた窓３２０を表す窓画像４２２をシャッター画像４２１に対応する領域
に表示する。
【０２２６】
　図２７の中央図では、窓画像４２２の下半分が現れている。図２７の中央図のような画
像表示を実現するために、例えば、シャッター画像４２１内のシャッター４２１ａを第１
レイヤとし、窓画像４２２を第２レイヤとして、画像表示の優先順位は、第２レイヤより
第１レイヤを高くすればよい。
【０２２７】
　さらに、接触物１５０の上方向へのスワイプ操作が継続されると、タッチパネル制御部
１０２は、このスワイプ操作を検知する（図２７の中央図→右図）。そして、シャッター
画像４２１内のシャッター４２１ａが全開になると、表示制御部１０３は、シャッター４
２１ａを消去して、窓全体を表す窓画像４２２を表示する（図２７の右図）。
【０２２８】
　シャッター制御画面４１０において、接触物１５０の上方向へのスワイプ操作をタッチ
パネル制御部１０２が検知すると、シャッター制御部１０５は、電動シャッター装置２０
１のシャッター２３０を開ける制御コマンド（移動制御コマンドの一例に相当）を生成す
る。このとき、シャッター制御部１０５は、接触物１５０のスワイプ操作の移動量に基づ
き、開くシャッターの目標位置を決定する。
【０２２９】
　例えばユーザが図２７の中央図に示される状態で上方向のスワイプ操作を終了すると、
シャッター制御部１０５は、開くシャッターの目標位置をシャッターが半開きとなる位置
に決定する。この場合、表示制御部１０３は、図２７の中央図に示されるように、シャッ
ター画像４２１内のシャッター４２１ａを半開きとする。このシャッター４２１ａの表示
によって、ユーザは、シャッターの目標位置を容易に理解できる。
【０２３０】
　例えばユーザが図２７の右図に示される状態で上方向のスワイプ操作を終了すると、シ
ャッター制御部１０５は、シャッターの開閉の目標位置をシャッターが全開となる位置に
決定する。この場合、表示制御部１０３は、図２７の右図に示されるように、シャッター
画像４２１内のシャッター４２１ａを消去して、シャッターの開閉の目標位置が全開であ
ることを表示する。
【０２３１】
　目標位置が決定されると、シャッター制御部１０５は、決定された目標位置までシャッ
ター２３０を開ける制御コマンドを生成する。シャッター制御部１０５は、決定された目
標位置に応じた制御コマンドを生成する。すなわち、シャッター制御部１０５は、接触物
１５０のスワイプ操作の移動量に応じた距離だけ電動シャッター装置２０１のシャッター
２３０を開ける制御コマンド（距離制御コマンドの一例に相当）を生成する。



(33) JP 5779730 B2 2015.9.16

10

20

30

40

50

【０２３２】
　通信制御部１０６は、生成された制御コマンドを電動シャッター装置２０１の制御機器
２１０に送信する。電動シャッター装置２０１のシャッター制御部２１３は、通信制御部
２１４を介して、操作端末１００から送信された制御コマンドを受け取る。シャッター制
御部２１３は、受け取った制御コマンドにしたがって、駆動部２１１を制御して、シャッ
ター２３０を開く動作を開始する。
【０２３３】
　次に、図２８を用いて、電動シャッター装置２０１のシャッター２３０を閉める操作が
説明される。シャッターが全開のシャッター画像４２１が表示され、シャッター画像４２
１に対応する領域に、窓全体を表す窓画像４２２が表示されている（図２８の左図）。こ
の状態で、シャッター制御画面４１０において、接触物１５０の下方向へのスワイプ操作
をタッチパネル制御部１０２が検知する（図２８の左図→中央図）。
【０２３４】
　すると、表示制御部１０３は、接触物１５０の移動に従って、シャッター画像４２１内
のシャッター４２１ａを閉じる方向に移動させる（図２８の中央図）。このとき、表示制
御部１０３は、シャッター画像４２１内のシャッター４２１ａが閉じられるに従って、シ
ャッター画像４２１に対応する領域に表示されている窓画像４２２をシャッター４２１ａ
で隠れさせる（図２８の中央図）。
【０２３５】
　図２８の中央図では、窓画像４２２の上半分がシャッター４２１ａで隠されている。図
２８の中央図のような画像表示を実現するために、上述のように、例えば、シャッター画
像４２１内のシャッター４２１ａを第１レイヤとし、窓画像４２２を第２レイヤとして、
画像表示の優先順位は、第２レイヤより第１レイヤを高くすればよい。
【０２３６】
　さらに、接触物１５０の下方向へのスワイプ操作が継続されると、タッチパネル制御部
１０２は、このスワイプ操作を検知する（図２８の中央図→右図）。そして、シャッター
画像４２１内のシャッター４２１ａが全閉になると、表示制御部１０３は、窓画像４２２
を消去する（図２８の右図）。
【０２３７】
　シャッター制御画面４１０において、接触物１５０の下方向へのスワイプ操作をタッチ
パネル制御部１０２が検知すると、シャッター制御部１０５は、電動シャッター装置２０
１のシャッター２３０を閉める制御コマンド（移動制御コマンドの一例に相当）を生成す
る。このとき、シャッター制御部１０５は、接触物１５０のスワイプ操作の移動量に基づ
き、閉めるシャッターの目標位置を決定する。
【０２３８】
　例えばユーザが図２８の中央図に示される状態で下方向のスワイプ操作を終了すると、
シャッター制御部１０５は、閉じるシャッターの目標位置をシャッターが半分閉じた位置
に決定する。この場合、表示制御部１０３は、図２８の中央図に示されるように、シャッ
ター画像４２１内のシャッター４２１ａを半分閉じられた状態とする。
【０２３９】
　例えばユーザが図２８の右図に示される状態で下方向のスワイプ操作を終了すると、シ
ャッター制御部１０５は、閉じるシャッターの目標位置をシャッターが全閉となる位置に
決定する。この場合、表示制御部１０３は、図２８の右図に示されるように、シャッター
画像４２１内のシャッター４２１ａを全閉とする。
【０２４０】
　目標位置が決定されると、シャッター制御部１０５は、決定された目標位置までシャッ
ター２３０を閉める制御コマンドを生成する。シャッター制御部１０５は、決定された目
標位置に応じた制御コマンドを生成する。すなわち、シャッター制御部１０５は、接触物
１５０のスワイプ操作の移動量に応じた距離だけ電動シャッター装置２０１のシャッター
２３０を閉める制御コマンド（距離制御コマンドの一例に相当）を生成する。
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【０２４１】
　通信制御部１０６は、生成された制御コマンドを電動シャッター装置２０１の制御機器
２１０に送信する。電動シャッター装置２０１のシャッター制御部２１３は、通信制御部
２１４を介して、操作端末１００から送信された制御コマンドを受け取る。シャッター制
御部２１３は、受け取った制御コマンドにしたがって、駆動部２１１を制御して、シャッ
ター２２０を閉じる動作を開始する。
【０２４２】
　上述のように、シャッター制御部２１３は、受け取った制御コマンドにしたがって、駆
動部２１１を制御して、シャッター２３０の開閉動作を開始する。具体的には、図２７で
はシャッター２３０を開く動作が開始され、図２８ではシャッター２３０を閉める動作が
開始される。このとき、実際のシャッター２３０の動きは、シャッター制御画面４１０に
表示されるシャッター画像４２１内のシャッター４２１ａの動きに比べて遅い。そこで、
図１０～図１３の実施形態と同様に、表示制御部１０３は、実際のシャッター２３０の端
部の位置を表す画像を、シャッター画像４２１内のシャッター４２１ａにオーバラップさ
せてシャッター制御画面４１０に表示してもよい。
【産業上の利用可能性】
【０２４３】
　本開示によれば、ネットワークに接続された電動シャッター装置を制御する制御方法と
して有用である。

【図１】 【図２】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６Ａ】

【図１６Ｂ】 【図１７】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】 【図２１】
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【図２２】 【図２３】

【図２４Ａ】 【図２４Ｂ】
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【図２５】 【図２６】

【図２７】 【図２８】
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